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｢ タウンセンタ｢鵬 摩,li

第 1回地区計画勉強会 (平成 13年7月4日)

*街づくりの目標とこれまでの成果を説明するとともに､今後は､街として確実に守ってゆきたいものを地
区計画得担保して､より魅力的な街づくりを進めてゆくことを地権者に知らせた｡

街づくり協定運営委且会 (平成 13年7月23日)

●第1回地区計画勉強会のまとめとアンケー ト調査の実施
*第1回地区計画勉強会で寄せられた意見を地区計画に反映することを確認するとともに､勉強会に出席で
きなかった方を含めて､より多くの方から意見を頂くためのアンケー ト調査を行うことになった｡

衡づくり協定運営委且会 (平成 13年8月29日)

●アンケー ト調査結果の分析

*アンケー ト調査の結果､街づくり協定に加えて､街として最低限守りたいことを地区計画として策定する
という今後の方向性については､概ね地権者の合意が得られた｡

街づくり協定運営委且会 (平成 13年 9月28日)

●｢地区の区分｣と ｢壁面後退｣の具休的な検討
*アンケー ト調査での意見を参考にして､特に ｢地区の区分｣と ｢壁面後退｣に重点を置いて ｢街づくり協
定運営委員会での再検討案｣として､どのように地区計画の内容を整理するかを検討した｡

街づくり協定運営委且会 (平成 13年 11月7日)

●街づくり協定運営委会での再検討案の決定
*これまでに寄せられた意見を参考に検討を重ねた結果､｢街づくり協定運営委員会での再検討案｣を決定し
た｡また､多くの方から直接意見を聞くために第2回地区計画勉強会を開催することにした｡

第2回地区計甲勉強会 (平成 13年 11月21日)
●｢地区の区分｣と ｢壁面後退｣の具体的な検討
*アンケー ト調査での意見を参考にして､特に ｢地区の区分｣と ｢壁面後退｣に重点を置いて ｢街づくり協
定運営委員会での再検討案｣として､どのように地区計画の内容を整理するかを検討した｡

街づくり協定運営委且会 (平成 13年 12月5日)

●地区計画素案の決定

*これまでに寄せられた意見を参考にして検討した結果､委員会で地区計画素案を決定した｡また､この素

案を地権者の皆さんにお知らせして､最終確認を頂くためのアンケー ト調査を行うことになった｡

街づくり協定運営委且会 (平成 14年 1月24日)

●アンケー ト集計結果と今後の対応の検討

*アンケー ト調査に寄せられた意見を整理するとともに､質問が寄せられた項目については､基本的にまち

づくりニュースで解答することを確認した｡また､今後の具体的な地権者-の対応方法を検討した｡

街づくり協定運営委且会 (平成 14年2月22日)

●地区計画素案の最終確認

*協定運営委員会としての最終的な地区計画素案を確認するとともに､今後は横浜市に地区計画の手続きを
進めてもらうように要望してゆくことで委員会の承認を得た｡
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1章.第 1回地区計画勉強会資料-- --2



農政ニェ-ククン･ククンセンタ｢亜区
ー夢1棚 虜会

平成 13年7月4日 (水)14.00-

港北ニュータウンまちづくり館ファンホール

勉強会次第

14 00 開会の挨拶

14 05 街づくり協定運営委員長の挨拶

14.15 資料説明

14 45 質疑応答

15 15 閉会の挨拶



/.戯 _-3-タウン･タウンとンクーm区の〟夢･

港北ニュータウン･タウンセンターの経緯

*横浜市北部の副都心に位置づけられるタウンセンター地区は､現在土地区画整理事業中の中央地区の整備

により南北のタウンセンターが一体化され､新宿副都心に匹敵する約100haの商業 ･業務 ･文化施設の機

能集積が整いつつあります.また､地権者の皆さんが中心となって自主的に街づくりを進めるということ

で､建築物の用途､壁面後退､駐車台数などの基準を定めた ｢港北ニュータウン.タウンセンター地区街

づくり協定｣を平成5年5月に取り決め､地権者代表の方々が委員となって ｢タウンセンター地区街づく

り協定運営委員会｣を組織し､タウンセンターに計画される建物に対して景観誘導などの調整を行ってき

ました｡その結果､平成5年に最初の建物が竣工してから平成12年度末までに約170棟 (全敷地面積の約

48%)の建物が完成し､阪急､東急などの大規模商業施設や昭和大学横浜市北部病院､横浜市歴史博物館

などの業務 ･文化施設もオープンして､首都圏をも視野に入れた副都心に相応しい街が形成されつつあり

ます｡そして､その街並みが評価されて ｢都市景観100選 ･建設大臣賞｣を平成10年に受賞し､横浜の良

好な都市景観の代表例となっています｡

街づくりにおける課題

*ところが近年､全体から見ると数は少ないのですが､協定運営委員会の調整に従ってもらえない建物が計

画 ･建設されており､この傾向が顕著になると､今まで街づくりに協力して下さった皆さんの努力が失わ

れ､目標としてきた街づくりに影響する恐れが出てきました｡

課題の解決に向けた検討

*こうした状況を踏まえて､平成12年7月24日の協定運営委員会において､自主協定である ｢街づくり協

定｣よりも､都市計画決定されることで街づくりの担保性がより高くなる ｢地区計画｣の導入に向けた検

討を行うことになり､これまでに7回の委員会を開いて検討案を策定してきました｡

モザイクモ｢ ル農 悲 劇 演者5箸Gsa_

セニ/タ.-1舟シンポ砿 穿 すきっぷ広場
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2.5プ<CJ脚 と棚

革｣｣司里長阜 _呼 痩 1ぎ年99_26_El)※検事担阜 :痕喝担畢声帯づくり協定の間噂卓

※街に賑わいを創る街づくり協定の趣旨を理解した方々の努力が結実し始めている一方で､数は少ないが協

定運営委員会の調整に従ってもらえない建物が近年出始めている｡そこで､街づくり協定による誘導には

限界があり､法的担保性の高い地区計画を導入する時期にきているのではないかという結論になった｡

辛_2回季A会 (平壌 12年19月23日)※検肘内容:街づくりを凍寒に担座す毒手蓬

※街づくり協定､建築協定､地区計画それぞれの特徴を踏まえて比較検討を行った結果､確実に街づくりを

実現するには法的担保性の高い地区計画が最も適していることが分かった｡しかし､規制が強すぎて頭打

ちにならないように､タウンセンターとして確実に担保したい項目のみを地区計画で定めることになったO

L, てくこ7

第3回委A書 く平成 12年11月28E!_)琴検肘内容 ‥地声計画と番づくり協定の項目長考

※街づくり協定の中で現在問題になっている ｢1階の用途｣､｢住居｣について地区計画で確実に担保するこ

とになった｡また､人口シミュレーションの結果､ある程度の住居建築許容 (住居配置可能地区の拡大)

は､都市計画的な観点からも特に問題がないことが分かった｡

第4回章A会 (平成 13年1月15日)※検討内容 :｢地区の区分jと今壕のスケジュール権現

※住居建築許容の方向で進めるべきだという意見と､駅前広場やシンボル広場周辺は当初の方針を守り､住

居を入れるべきではないという､2通りの意見があり､｢地区の区分｣は現地調査を行った上で詳細に検討

することになった｡また､来年度中の地区計画決定告示に向けた今後のスケジュールを確認したO

第5回春jL会 (平成 13年4月20百)※検討内容 :地区計画導入のメリットと現地加重

※地区計画導入のメリットは､｢都市計画決定により街づくりの実現を確実に担保できる｣､｢運用は市が行う

ので地元の負担が軽減される｣など､運用面での効果が大きいことが分かった｡また､｢地区の区分｣につ

いて詳細な検討を行うために現地調査を行った｡

第6_回委良全 件 成 13年5月21百)※壌封内容‥現地胡套結果に基づく地区計画案の策定

※現地調査の結果､ある程度の住居建築許容 (住居配置可能地区の拡大)は街づくり的な観点からも問題が

ないと判断された｡特にセンター南 ･北駅前広場周辺などは､住居建築が可能にして､土地利用の促進を

図る方向で地区計画案を策定することになった｡

第7回季長会 (平成 13年6月4日)※検討内容 :地区計画案の碓妃と街づくり協定の今後の扱い

※勉強会で提示する地区計画案を委員会内部で確認したO今後は､街として最低限守ってゆきたいことを法

的に担保する ｢地区計画｣と､法的な規制では実現しづらい細やかな街づくりのルールを定める ｢街づく

り協定｣が､お互いを補完しながらよりよい街づくりを実現してゆくことで委員会の意見が一致した｡
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3.鰍 伊?

*地区計画が定められた地区で建物を建てる場合は予め市長に届け出が必要となり､地区整備計画で定めた

内容と相違するときは適合させるよう市長が勧告することができます｡また､｢建築物等に関する事項｣の

うちの大半は､市の条例として定めることができますO条例に盛り込まれた内容に適合しない建物は建築

確認が受けられず､建てることは出来ません｡また､条例に違反して建てた場合は工事停止命令などの強

い措置がとられるなど､街づくりの手法を確実に担保する事ができます｡

地区計画をつくるまで

:着帯 聯 滴蒼.

意見書の提出

(地区の土地所有者の方などのみ)

意見書の提出

(一般の方々も含む)

lJ轟禿憾 盛農墨Iai]

*地区計画は ｢横浜市地区計画等の区域内に

おける建築物の制限に関する条例｣に位置

づけることを予定していますO

-5-



4.5 7<CJ彪棚
●=地区計画として担保すべき項目 ○=今後も街づくり協定により誘導する項目

野づくL)協定の項目 苛づくり協定基準の内容 現在の状況と分鼻

良好な市街地環境を確保するため狭小な敷地･間
口の小さな敷地に分割しないようにしましょう｡

○敷地分割された例は少ないの
今後も協定により誘導する｡

来街者の回遊性を創出する集客力のある施設立
地を促進し､賑わいのある街づくりを行うため､
隣地宅地との共同化 ･強調化した施設計画を進
めましょう｡
タウンセンターの核となる大規模施設の立地を
促進するため､共同化を前提とした共同化義務
街区を設定します｡

○共同化義務街区の ｢港北東急百
貨店SC｣､｢モザイクモール汚
北｣などの核施設をはじめとし
て､その他の街区でも共同化さ
れている場所があり､協定の趣
旨は守られているので､今後も
協定により誘導する｡

通りの賑わいを形成するために､施設の1階には
賑わい施設を立地させましょう｡特に､歩行者系
道路に面した施設の1階部分には､住宅 ･倉庫 ･
駐車場などの施設 (賑わいを生み出さない施設)
は立地させないようにしましょう｡
暫定利用施設は､通りの販わいを阻害しないよう
な工夫をしましょう｡

周辺の施設集積-の影響を低減するために､住居
配置可能地区を定めますo(かつ3階以上に設置)

タウンセンターの魅力形成上好ましくない用途
は規制します｡特に風俗営業法による関連営業
等は制限しますb

●現況の1･2階のテナントは飲食
店､洋品店等の賑わい施設を中
心に入居率が86%と高く､協定
の趣旨が反映されている｡しか
し､住居配置可能地区以外や
1･2階に住居を設けている建
物が計画 ･建築されており､こ
の傾向が顕著になると､今まで
街づくりに貢献してくれた周辺
の賑わい施設にも影響を及ぼす
可能性があるので､地区計画で
担保する｡また､風営法関連(※
法律第2粂第4項)の制限も地
区計画で担保する｡

[6]都市利便施投の付せ 来街者の利便性を高める都市利便施設 (キャッ
シュコーナー､キオスク等都市生活を補完する
施設)を積極的に付置するよう努めましょう｡

○地区計画では具体的な施設名を
列挙しなければならないので､
今後も協定により誘導する.

【7]壁面後退 建物の前面は街に開放し､人々が施設になじみや
すいようにしましょうC
シンボル広場に面した施設はい2階部分を4m
以上壁面後退させ､広場を囲む回廊を創 りま
しょう｡また,幹線道路沿いは､建築物､工作物
とも2m以上後退させ､十分な歩行者空間を確保
するようにしましょう｡

●地区計画になじみやすい項目で
あり,建築基準法に照らし合わ
せて条件の整理が行いやすくな
るため､地区計画で担保する｡
ただし､壁面後退の位置や距離
は衝づくり協定の内容に合わせ
たものとするC

[8]通り抜け通路 敷地の中､建物の中に歩行者空間を引き込み､来
街着にとって多様な空間体験や発見､回遊性の
ある賑わいを創り出しましょう｡
タウンセンター内の回遊性を形成するため､大規
模敷地内には宅地内通路を確保しましょうo

O｢港北東急百貨店S.C.｣､｢モザ
イクモール港北｣､｢あいたい｣
をはじめとして､協定の趣旨は
守られているので､今後も協定
により誘導するo

[9]広場､ポケットパーク､
中庭

人が集まり､様々な活動のできるセミパブリック
スペース (半公共的空間)として､広場や中庭､
アトリウムを積極的に設けましょうO公共空地
の清掃 ･管理についても十分に心がけましょう｡

[10]階段､エスカレーター
のBIE

タウンセンターは坂の街です.高低差が苦になら
ない街づくりを行うため施設内の昇降施設を公
開で利用できるように工夫しましょう｡特に､階
段､歩行者デッキ､歩行者専用道路橋などに隣接
する施設においては､できるだけこれらに接続
して来街着の利便性を高めるようにしましょう｡

○これらの項目は､街に潤いを与
え､利便性を高める上で重要な
要素であるが､都市計画決定さ
れる地区計画では場所の明示や
設置義務が生じてしまうので､
今後も協定により誘導する｡
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●-地区計画として担保すべき項目 ○=今後も街づくり協定により誘導する項目

三勝 き 墓室二重麹 :L垂
[11]練､水､影刻 ･敷地内に設けられたオープンスペースには､緑､ ○これらの項目は､街の良好な

水､モニュメント等､賑わい､潤いを創り出す装 景観をつくる上で重要な要素

置を設けましょう○ であるが､都市計画決定される地区計画では表現しづらい､細やかな街づくりのルールと【12】意匠 ･建物の意匠は､界隈毎に統一感を持った街並みを

創り出すように工夫しましよう○ いえる○地区計画では一般的に ｢地区の景観と調和したものとする｣[13]高さ ･スカイラインや通りの景観を整えるため､建物の
通りに面する壁面の高さを揃えるなど､通り毎､ といった表現にとどめている

歩行者空間毎の工夫を行いましょう○ ので､具体的に調和したものをイメージする要素として､今後も協定により誘導する.
[14】街並みのスケール ･施設の通りに面した部分は､人のスケールに合わせてデザインしましよう.

[15】色彩 ･タウンセンターの色彩の統一感の創出と､各施読 .通りの個性の演出に心がけましよう.･遠景からの統一感のある街並みを創り出すため､建物の壁面の3階以上の部分は ｢基調色Jを使用しましよう｡また､通り毎に/まとまりを持たせる ｢界隈色｣の導入も検討しましよう○

[16]粒体の隠蔽 ･設備機器等は通りや他の建物から見えにくいように修景しましよう○

[17]看板､広告､ ･デザインの質の高い看板､広告物､日除けテント

日除けテント 等によって､街の個性.店の個性を創り出しましょう〇･界隈の街並みの統一感を演出するため､看板 .広告物は位置.大きさ.色彩などを街並みに調和するよう心がけましよう.

[18]夜間の震わい ･夜間も賑わいがあり､安全に楽しく歩けるよう､照明など夜間の街並みの演出に心がけましよう○

[19】駐車場､ ･来街着の利便性､円滑な道路利用を高めるため ○隔地駐車場の問題などが発生
駐輪場の股iE に､駐車場.駐輪場の付置を図りましょう○駐車 しつつあり､街として担保す

場を付置する場合､付置義務台数以上の整備に べき項目であるが､都市計画
努めましょう○大規模な施設計画を行う場合､用 決定される地区計画では表現
途に応じて駐輪場を付置しましよう○小規模宅 しづらい,細やかな街づくり
地では､駐車場の計画に際して共同化に努めま のルールなので､今後も協定
しよう○ により誘導する｡

[20】駐車場の ･駐車場の出入り口は､歩行者の安全性､円滑な道 ○これらの項目は､街の景観や
しっらえ方 路交通を損なわない位置とし､わかりやすく,刺 安全性を確保する上で重要な

用しやすい施設にしましよう○駐車場は監車車 要素であるが､都市計画決定
両が丸見えにならないよう修景しましよう.特 される地区計画では表現しづ
に歩行者系道路に面する場合には､通りの賑わ らい､細やかな街づくりの

いを損なわない計画としましよう. ルールなので､今後も協定により誘導する｡

[21]サービス用車両の ･サ-ビスヤー ドは歩行者の安全性､円滑な道路利
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5 7鵬

日時 平成13年7月4日 (水) 14:(氾～15.45

場所 :都市基盤整備公団横浜北部開発事務所 3階会議室

出席者 金子保委員長 徳江義治事務局長 飯田恒雄副委員長

赤坂嘉一氏 大久保太市氏 (他 1名) 金田茂雄氏 川口省爾氏 (樵)公文教育研究会

小山正氏 椎橋浩氏 関義和氏 高橋清氏 高橋良雄氏 長樺太美氏 守谷寿三男氏

横浜北農業共同組合 (2名) 谷川文男氏 藤村出氏 (代理) センター南スカイビル

事務局 港北ニュータウン課 佐藤氏 宮津氏 繍橋氏

都市基盤整備公団 赤川氏 石倉氏 大平氏 和中氏

港北都市開発センター 大森氏 大宮氏 芦垣氏

山手総合計画研究所 管 市川 (書記)

勉強会次第

(9開会の挨拶 (徳江義治事務局長)14.00-14:05

･第 1回勉強会開催の趣旨説明

②街づくり協定運営委員長の挨拶 (金子保委員長)14:05-14 20

･港北ニュータウン･タウンセンターの経緯

･街づくりにおける課題

･課題解決に向けた検討

(卦資料説明 (管)14 20-15･00

･捧北ニュータウンに関わってきたこれまでの経緯

･上位計画におけるタウンセンターの位置づけ

･マスタープランの概要

･街づくり協定の概要

･これまでの街づくりの評価

･課題解決に向けた対応策の検討

④質疑応答 15 00-15:40

⑤閉会の挨拶 (飯田恒雄副委員長)15･45-15 45

･勉強会の総括と今後の予定
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討幕内容

Q.｢まちづくりニュース｣が届かなかったが､事情を説明してほしい｡(高橋良雄氏)

A 課税台帳や法務局の登記簿謄本をもとにして地権者名簿を作成しているが､何故届かなかったのかは後

で確認する｡ニュースの配布は基本的に郵送で行っている｡分譲マンションに住んでいる方には直接ポス

トに投函している｡郵送した分で戻ってきたものは住所を確認した後に再郵送している｡再郵送の上でさ

らに戻ってきたものは1通しかなかった｡(宮揮氏 績橋氏)

Q.商業ビルを経営しているが､現在は家賃収入から税金を引くと儲けは少ない厳しい状態にある｡その上､

街づくり協定や地区計画で規制が強くなると､商業のバリエーションが少なくなり､商店街としての魅力

(例えば原宿にあるようなオープンカフェなど)が創 りにくくなるのではないかC商売というのはデリケー

トなものなので､規制するのは最低限の項目にして､後は自主性に任せて､テナントが入りやすく､営業

しやすい街を目指すべきでだと思っている｡(大久保太市氏)

A.協定運営委員会でも､街として守りたい最低限のことを地区計画で担保するという方向で検討を行って

きたので､考え方は同じだと思う｡街づくり協定は ｢こうすれば街はもっと魅力的になる｣という提案を

するものであり､商業の選択肢を狭める規制ではない｡実際にどうつくれば建物だけでなく街全体も魅力

的になるかは､計画する人の裁量に任されている｡詳しくはガイ ドラインに事例などを載せて紹介してあ

るので参考にしてほしい｡現在､街に悪影響を与えているのは1階から住居が入っている建物である｡先

程の話にも出てきたような､オープンカフェを通りに面して創ることで街の魅力向上に貢献している建物

があっても､隣にマンションが建ってしまうと景観的にも商売的にもマイナス要素となってしまうので､こ

の部分だけは地区計画で法的に担保するC(管)

Q.オーストラリアなど海外では､通りに面して洗濯物を干してはいけないなどの指導が行われている例が

ある｡こういった例は街づくりの観点から大切だと思うが､地区計画で規制できるのか｡

A.地区計画は建築物の用途の制限などのハー ド面を規制するものなので､そのような､細やかなルールを

決めることはできない｡その辺りは､街全体で広くとらえてゆけば協定に盛り込むこともできるが､基本

的には管理組合などが指導する部分だと思う｡(管)

Q.路上駐車が多い街の現状が気になっている｡特に来客用の駐車場が少なくて､あふれた車が路上駐車し

ているケースが目立ち､なんとかならないかと思っているoまた､住人用の駐車場も不足しているOマン

ションの駐車率が100%であれば､特に問題は出てこないと思うが､実際に100%確保している所は少ない｡

そして､これから人口が増えてゆけば､さらにこの問題が顕著になると思うので､地区計画で指導できる

ようにしたい｡(谷川文男氏)

A･既に協定運営委員会の中で､今後の駐車場問題に関する検討は行っている｡公共の駐車場は現在､セン

ター北･南駅前広場の地下駐車場が整備されているが､この他にも駐車場用地は確保されている｡また､タ

ウンセンター地区は駐車場整備地区に指定されているので､建物規模や用途によって駐車台数の基準が設

けられている｡そして､その辺りを考慮してシミュレーションを行うと､将来的な駐車場確保台数を数字

の上では確保出来る結果がでている (管)

A センター北にある建物で39台分の住人用の駐車場をつくったが､住人は必要に応じてレンタカーを借 り

ており､実際に入っているのは10台ぐらいという場所もあるので､マンションの駐車率を100%で指導す

るというのには多少疑問を感じる｡問題は1･2階部分を賑わい施設にしたために確保しきれなかった駐車

場をどこで賄うかだと思う｡(飯田恒雄副委員長)
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Q.街づくり協定はこれからも存続するのか｡土地を減歩された上に､シンボル広場に面した部分を4m壁

面後退しなければならないとなると､更に規制されて有効な土地の運用が出来なくなるなど､地権者の負

担が大きくなる｡できれば協定はやめてもらいたいと思っている｡(長樺太美氏)

A.タウンセンターができた当初と比べると経済状況がだいぶ変わってきているので､その点を考慮して､協

定運営委員会で検討した結果､地権者の負担が少しでも軽くなるように､住居配置可能地区を見直したり

している｡今後も地権者の皆さんの意見を聞いた上で､皆さんが納得できるように地区計画の内容を調整

してゆきたいと思っているCタウンセンターを素晴らしい衝にしてゆくためには､地権者が犠牲になって

はいけない｡(飯田恒雄副委員長)

A.これまで公団や横浜市と協力して､どこよりもすぼらしい衝を創るために､土地区画整理や計画的な街

づくりを進めてきた｡そのための街づくり協定は決して押しつけではないと思う｡街づくり協定は土地区

画整理ために土地の一部を提供してくれた人たちに､よい街を創ることで恩返しをするのが目的だから､内

容で不都合な点があれば､協定運営委員会での話し合いで解決してゆくべきだと思う｡よい衝を創るとい

う目的は皆同じなのだから､今後もお互いに知恵を出し合って問題を解決してゆきたい｡(金子保委員長)

Q.センター北のシンボル広場周辺で､協定運営委員会での検討案では救済されない土地がある｡住居が建

てられないこの案だと､出店の希望者が見込めない今の経済状況では､そこに土地を持っている地権者の

負担が大きくなるだけだと思う｡(高橋良雄氏)

A 協定運営委員会で既に確認していると思うが､まちづくりニュースで行うアンケー ト調査や次回の勉強

会で意見の集約を行い､詳細は協定運営委員会で検討する方向で考えている｡(飯田恒雄副委員長)

Q.中央地区とタウンセンターは別々に扱うのか.(谷川文男氏)

A.中央地区は既に地区計画が都市計画決定されているので,別々に扱 う｡(金子保委員長)

Q.街づくり協定があることは既に知っていたが､街づくり協定と地区計画の違いは何か｡(川口省爾氏)

A.街づくり協定は住民同士の任意のルールであるが､地区計画は都市計画法に基づいて都市計画として定

められるもので､法的に位置づけられる｡(管)

Q.狭い敷地で街づくり協定や駐車場整備地区の付置義務台数を満たそうとすると1階部分が駐車場で一杯

になってしまい､結果として賑わい施設を配置する協定の内容が守れなくなってしまう｡だから､駐車場

に関することを地区計画に盛り込む場合は､その点に注意する必要があると思う｡(川口省爾氏)

A.現行の街づくり協定では､駐車場付置義務台数の不足分は隔地駐車場を確保することで対応している｡地

区計画では駐車場について定義することは難しい｡(管)

Q.以前､上記と同じような問題があり､半地下駐車場+中2階店舗という形で協定運営委員会に許可して

もらった経緯がある｡地区計画とは直接関係ないが､地下式の立体駐車場をつくろうとした場合は､地上

式に比べてどのくらいコストがかかるのか教えてほしい｡(金田茂雄氏)

A.おそらく､地上式の1.5-2倍はかかると思う｡(管)
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2章.第2回地区計画勉強会- ･･-･11



彦潜ニューククン ･クタンセンタ｢磯区

ー夢2棚 虜会

平成 13年 11月21日 (水) 第一部15 00-16 30

第二部18 00-19 30

都市基盤整備公団ビル 3階会議塞

勉強会次第

第一部 第二部

15 00 18 00 開会の挨拶

15 05 18 05 街づくり協定運営委員長の挨拶

15 15 18･15 資料説明

15.45 18 45 質疑応答

16 25 19 25 閉会の挨拶



/.戯 ニュータウン･タウンとンク｢脚 Rg

港北ニュータウン･タウンセンター地区の街づくり経緯

*横浜市北部の副都心に位置づけられるタウンセンター地区は､現在､土地区画整理事業中の中央地区の整

備により南北のタウンセンターが一体化され､新宿副都心に匹敵する約100haの商業 ･業務 ･文化施設の

機能集積が整いつつあります｡また､地権者の皆さんが中心となって自主的に街づくりを進めるというこ

とで､建築物の用途､壁面後退､駐車台数などの基準を定めた ｢港北ニュータウン･タウンセンター地区

街づくり協定｣を平成5年5月に取り決めて､地権者代表の方々が委員となって ｢タウンセンター地区街

づくり協定運営委員会｣を組織し､タウンセンター地区に計画される建物に対して景観誘導などの調整を

行ってきましたOその結果､平成5年に最初の建物が竣工してから平成12年度末までに約170棟 (全敷地

面積の約48%)の建物が完成し､阪急､東急などの大規模商業施設や､昭和大学横浜市北部病院､横浜市

歴史博物館などの業務 ･文化施設もオープンして､首都圏をも視野に入れた副都心に相応しい街が形成さ
れつつありますQそして､その街並みが評価されて ｢都市景観100選 ･建設大臣賞｣を平成10年に受賞し､

横浜の良好な都市景観の代表例となっていますO

街づくりにおける課題

*ところが近年､全体から見ると数は少ないのですが､街づくり協定運営委員会の調整に従ってもらえない

建物が計画 ･建設されており､この傾向が顕著になると､今まで街づくりに協力して下さった皆さんの努

力が失われ､目標としてきた街づくりに影響する恐れが出てきました｡

課題の解決に向けた検討

*こうした状況を踏まえて､平成12年7月24日の街づくり協定運営委員会において､自主協定である ｢街

づくり協定｣よりも､都市計画決定されることで街づくりの担保性がより高くなる ｢地区計画｣の導入に

向けた検討を行うことになり､これまでに協定運営委員会だけでなく､｢第1回地区計画勉強会｣や ｢アン

ケー ト調査｣に寄せられた皆さんのご意見を参考にして検討を重ねてきました｡

2.鰍 ?

*地区計画が定められた地区で建物を建てる場合は予め市長に届け出が必要となり､地区整備計画で定めた

内容と相違するときは適合させるよう市長が勧告することができますO

｢建築物等に関する事項｣のうちの大半は､市の条例として定めることができます｡条例に盛り込まれた内

容に適合しない建物は建築確認が受けられず､建てることは出来ません｡また､条例に違反して建てた場

合は工事停止命令などの強い措置がとられるなど､街づくりの手法を確実に担保する事ができます｡

⊂ 苧 ⊃

地区計画素案の作成 (勉強会を遺して)

_地区軒圃原案の公告 ･縦覧

地区計面案の作成

意見書の提出

(地区の土地所有者の方などのみ)

意見書の軽出

(一般の方々も含む)

*地区計画は ｢横浜市地区計画等の区域内にお

ける建築物の制限に関する条例｣に位置づけ

ることを予定していますo

Bi←



港北ニュータウン･タウンセンター地区市街化予想図
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星1_回地区計画勉強阜 (平成 13年7月4日し- . ※まちづくりニュースVo11の発行

●タウンセンター地区の概要とこれまでの街づくりの経緯

*街づくりの目標とこれまでの成果を説明するとともに､今後は､街として確実に守ってゆきたいものを地

区計画で担保して､より魅力的な街づくりを進めてゆくことを地権者の皆さんにお知らせしました.

街づくり協定運営委A会 (平成 13年7月23日)

●第1回地区計画勉強会のまとめとアンケー ト調査の実施について

*第1回地区計画勉強会で寄せられた意見を地区計画案に反映させることを確認するとともに､勉強会に出

席できなかった方を含めて､より多くの方から意見を頂くためのアンケート調査を行うことになりました｡

アンケー ト胡壬の実施 (平成 13年8月上旬) ※まちづくりニュースVol.2の発行

●タウンセンター地区の街づくりの状況と地区計画について

*タウンセンター地区のこれまでの街づくりの評価や地区計画の導入について､また､｢地区の区分｣や ｢壁

面後退｣などの地区計画の内容に関するアンケー トを行いました｡

衡づくり協定運営委A会 (平成 13年8月29日)

●アンケー ト調査結果の分析

*アンケート調査の結果､街づくり協定に加えて､街として最低限守りたいことを地区計画として策定する

という今後の方向性については､概ね皆さんのご理解が得られました｡

街づくり協定運営委Ji会 (平成 13年9月28日) ※まちづくりニュースVo13の発行

● ｢地区の区分｣と ｢壁面後退｣の具体的な検討

*アンケー ト調査での意見を参考にして､特に ｢地区の区分｣と ｢壁面後退｣に重点を置いて ｢街づくり協

定運営委員会での再検討案｣として､どのように地区計画の内容を整理するかを検討しました｡

街づくり協定運営季長会 (平成 13年11月7日)

●街づくり協定運営委会での再検討案の決定

*これまでに寄せられた意見を参考に検討を重ねた結果､｢街づくり協定運営委員会での再検討案｣を決定し

ました｡また､多くの方から直接意見を聞くために第2回地区計画勉強会を開催することにしました｡

52御 者昏 倒 ※まちづくりニュースVo14の発行

●最終的な ｢地区計画素案｣の作成に向けた作業を皆さんと力を合わせて進めてゆくために開催します｡
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4.gプ<CJ劇助郷

●-地区計画として担保する項目 ○-今後も衝づくり協定により誘導する項目

街づくり1B定の項目 現在の状況扮 類 帯づくり壌定め璃EI.1 現在の状況と分線

r[ー1岬 地 狩 一喝 ○敷地分割された例は少ないので 一･､pr.TrIrl11i]:p散 水､.影刻 ○これらの項目は､街の良好な

今後も協定により誘導する○ も ー- a ;葉 ㌔ F- 景観をつくる上で重要な要素であるが,都市計画決定される地区計画では表現しづらい､
[2】強敵 ヒA? ○共同化義務街区の ｢港北東急百

LL噌着直貨店S.C.｣､｢モザイクモール港 細やかな街づくりのルールと

d1 'L ~̀一､. 北Jなどの核施設をはじめとし いえる.て その他の街区でも共同化さ 地区計画では一般的に ｢地区

[1留 書き
旨は守られているので 今後も といpた表現にとどめている

協定により誘導する○ Jl:- ので､具体的に調和したものをイメージする要素として､今後も協定により誘導するo

[15∃'色彩 ){一ヽ;J当藍 撃 と ,;._"ぎ FLl 'l:,も '一｣.r■
[4〕虐裏 i

甲 二 教一 打 6 .] 投 廿 の qL蔽癖7' 才一【17]看板..広告､,日除けテント

[5】用途 三

【61革市利便 ○地区計画では具体的な施設名を

施鞍の付t 列挙しなければならないので､今後も協定により誘導する｡ 'て--専ぎ ..1∫[18ll溝 間のJEわいチ

[7L生面捷退_i,,T+ .j_格 で,,i●地区計画になじみやすい項目であり､建築基準法に照らし合わせて条件の整理が行いやすくなるため,地区計画で担保する.ただし､壁面後退の位置や距離 F19]Bヰ4､ ○隔地駐車場の問題などが発生

L`5,. -1:｢享 は街づくり協定の内容に合わせ 早+4の投t辛 等 芋 しつつあり､衝として担保す

たものとする○ べき項目であるが､都市計画決定される地区計画では表現しづらい､細やかな街づくり

[8】重り抜け通路†{.句 W.T ○｢港北東急百貨店S.C.｣､｢モザ

イクモ-′レ港北J､｢あいたいJ のルールなので､今後も協定

をはじめとして､協定の趣旨は守られているので､今後も協定により誘導するo により誘導する.

E2P]B軸 の｢しっ与え方T L ○これらの項目は､街の景観や安全性を確保する上で重要な要素であるが､都市計画決定
【9]広塊､ポケット ○これらの項目は､街に潤いを与え､利便性を高める上で重要な される地区計画では表現しづ

パーク､中産 要素であるが､都市計画決定さ らい､細やかな街づ くりの

れる地区計画では場所の明示や設置義務が生じてしまうので､今後も協定により誘導する. ルールなので,今後も協定により誘導する.
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街づくり協定概要図 ※平成5年5月の ｢港北ニュータウン･タウンセンター地区街づくり協定｣でi
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5.脚 夢 5フ<EJ脚 御

章 地区整備計画図① ※平成 13年6月の r第7回街づ くり協定運用小委員会｣で決定

._上

白

.

地区整備計画図② ※平成 13年11月の ｢街づ くり協定運営委員会｣で決定

｣ ｣ *①を｢基幹空間地区｣からー i *警ヲ髭 まあに直肺 してJ 2mに変更します○

『 基幹空間地区圏 業務 .文化系施設地区□ 商業 (住居可能)地区E幸 ′､ lI一

国 □ /.一一 -､､､

･仙 国 ,:J~ ① ノ .l 瑠 妄 F(5誓書肝 鮎 Jh.た

土面後退時宜詔 歩行者専用道路の道路面から高さ3.0m以上で､道路境界線から壁面後退4.0m以上o※構造上必要な桂は設置できますo詳 しくは4ページを参照下さいo薗 歩行者専用道路の道路面から高さ3.0m以上で､道路境界線から壁面後退2.0m以上C･.ll- 壁面後退2m以上ー道路側1.0m以上は ｢地区施設｣(歩道状空地)とします〇･残 りの1.0m以上は道路面から高さ3.0m以上を ｢壁面の位置の制限｣とします.※ただし ｢壁面の位置の制限｣については穏和の規定があります○詳 しくは4ページを参照下さいO-+l'森閑 巌 娼 雷&{嘉婁桑いませんPl闇 嘉 L(E鮎 志すヒ歪肝 だ妄妄"L'妄す○l閏 禁警誌雫良品産品諸 空重警三きない ,,' *≡浄 覆鰐 2L-i二

ン′さん広 @ちい 七た ンい タ)国 呂DDD Dn 董 *弼 重責轡 &{芸きるE地区計画の区域蓋蓋短喜琵桑:L;書三芳軍等l墓室U:,-登至撃 m 2Lmi二l節

IiL ∵了

n国 □ m '

+i+∩ 問 rp

央地区
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4.勝 野 57<CJ脚 棚 扉曹

区域の整備 ･開発及び保全の方針と地区整備計画 ※平成 13年11月の ｢街づくり協定運営委員会｣で決定

名 称 港北ニュータウンタウンセンター地区地区計画

位 置 横浜市都筑区荏田東四丁目､茅ヶ崎中央､中川中央-丁目

面 棟 約70.1ha

区域の 地区計画の目標 本地区は､横浜市の中心市街地から北北西-約12ktnに位置しており､すでに土地区画整理事業によっ

て良好な基盤整備がなされている○また､商業 .業務施設の立地により､横浜市の副都心及び広域拠点

の形成を図るべき地区である〇本地区計画は､タウンセンター地区の開発理念である､①多機能複合に

基づく広域拠点の形成 ②生活 .文化の情報発信拠点の形成 ③高度の都心性と自然性を備えたセン

タ-の形成 ④個性豊かで自己主張を持つセンターの形成 に沿った施設の立地と､現在取 り決められ

ている ｢街づくり協定｣の内容をあわせて､より豊かな市街地環境を形成することを目標としている○

整備 土地利用の方針 基幹空間地区､菓務 ー文化系施設地区､商業 (住居可能)地区に区分し､それぞれ､次の方針に基づき

土地利用を誘導する.

開 1.基幹空間地区

栄 商業 .業務 .レジャー施設の立地により､タウンセンターの核 となる賑わいある街並みを形成する.
2業務 .文化系施設地区

及 業務 .文化施設の立地により 横浜北部副都心機能の充実を図るB

ぴ 3.商業 (住居可能)地区

保全の方針 住居系施設の立地により､人々が行き交う脹わいを創るとともに､利便性の高い都市居住を実現する.

地区施設の整備の方針 '幹- 路沿いの快適な歩行者空間の- を図るため､歩道状空地を適正に配置する.)

建築物等の整備 1.基幹空間地区

の方針 歩行者の回遊性を高め､タウンセンターの核となる賑わいある街並みを形成するため､建築物の用途

の制限､壁面の位置の制限を設ける○

2.業務 .文化系施設地区

幹線道路沿いの歩行虎境向上や横浜北部副都心機能の充実を図るため､建築物の用途の制限､壁面の

位置の制限を設ける.

3.商業 (住居可能)地区

幹線道路沿いの歩行環境向上や人々が行き交う賑わいを創るとともに,利便性の高い都市居住を実現

するため､建築物の用途の制限､壁面の位置の制限を設ける○

緑化の方針 シンボル広場をオ-プンスペースの要として位箇づけ､水と緑にあふれた多様な場を提供する.また､

各敷地内の緑化を進め､緑豊かな都市環境の形成を図る.

也区 地区施設の配置及び規模 】 幅員 l 延長 備考

歩道状空地 I 1ーOm以上 l 約2070m 計画図表示のとお り

地区の区分 】名称 基幹空間地区 l 業務 .文化系施設地区 商業 (住居可能)地区

l面横 約18.Oha l 約11.Oha 約41.1ha

建築初等に関する事項 次の各号に掲げる建築物は建築 してはならない, 次の各号に掲げる建築物は≠ ≠ ヽ

整 建築物の用途の制限 ①住宅②住宅で事務所 店舗その他これらに類する用途を煎ねるもの 建築しては 王らよし.①1.2膳部分を住居の用に供

備 ③共同住宅､長屋､寄宿舎又は下宿 するもの (住居に附属する

計 傾 211TSg#T=7gb-aち詣羅 雷%-の有 =7し7=F+7森 吉轟 ヽ ホール､階段､エレへ◆一夕-､廊

画 ＼_埜空望 望0_Aa)_9_Q)三三空空 士 03_ _ _ _ _ _ _ _ ノ 下等の施設を除 く)傾 i-i;森 虜賀正蔚 :有卦l 浴場その他これに類する建 ll 築基準法施行令第130条の l＼iO23EjEh_bit,_の_ _ ノ

※すでに分譲マンションで建てられているもののうち､1.2階に住戸が入っている建物については､

＼_Bi*_keilfi:11 ヒト迂 illβ 堂 聖 牡i7J壁 上k_上空 堕 堅 望 堅真空 iLi iIl)_ _ _ ノ

壁面の位置の 偏 晶 在 京 だ hT=両 誌 tt-a)TF扇 店 前 蒜 詩 言高 岩｡苑 貢扇 J有を-igLTT-# -L石 3=TtTfLTtヽ

制限 lただし､シンボル広場周辺の壁面後退 (4m)では構造上必要な柱は設置できる○また､幹線道路沿道 l

tの壁面後退 (2m)の ｢壁面の位置の制限Jについては建築基準法に基づく緩和の規定がある○ l
※詳 しくは右図を参照 して下さい.

建築物等の形態 建築物の屋根及び外壁の色彩並びに屋外の広告物の色彩､大きさ及び形状は､

又は意匠の制限 地区の景観と調和したものとする.

垣又はさくの 垣又はさくの構造は､生け垣､フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする○

~17~ ( 二 二 ) ※今回､修正及び､追加 した部分



シンボル広場周辺壁面後退 (4m)断面図 ※平成 13年 11月の ｢街づくり協定運営委員会｣で決定

シンボル広場周辺壁面後退 (2m)断面図 ※平成 13年 11月の ｢街づくり協定運営委員会｣で決定

幹線道路沿道壁面後退 (2m)断面図 ※平成 13年 11月の ｢街づくり協定運営委員会｣で決定

(D地区施設 (歩道状空地)
･歩道と同じレベルで整備 し､歩行
者のための空間づ くりを行 う｡

※ゴミ置場､植え込み､手摺等は
設置できないD

②壁面の位置の制限

･緑化や街角広場な ど､街の賑わい
潤いづくりになる ように工夫する｡

※壁､外 開き扉等は設置で きない｡
●ただし､建築基準法施行令第 135条
の5の緩和の規定の範囲内のものは
設置できる｡

･外壁､柱の中心線の長さの合 計が
3m未満 ｡

･軒高が23m以下で床面積が5m2以｢



粛2鮒 密教藤倉 昇儲

日時 平成13年 11月21日 (水) 15:00～1620

場所 都市基盤整備公団横浜北部開発事務所 3階会議室

】 出席者 ･金子保委員長 徳江義治事務局長 飯田恒雄副委員長 高橋良雄委員 関義和委員

i L-一言 √∴ -:li:･.;i∴ 工 ∴ 一丁∴ :.-∴ ...,:～--㍗ .:..:∵ 言 Ii.:...:.-.∴ t:: `

事務局 港北ニュータウン課 宮揮氏 頒橋氏

都市基盤整備公Ef)赤川氏 石倉氏 大平氏 和中氏

l 苦聖霊言霊芸芸芸孟~菅警 JR (歪富戸 芦垣氏

諸事

1.開会の挨拶 :徳江義治事務局長

2.街づくり協定運営委員長の挨拶 金子保委員長

3.資料説明 :山手総合計画研究所 管

①港北ニュータウン･タウンセンター地区の概要

②地区計画とは?

③街づくり協定運営委員会での検討の経緯

④街づくり協定の項目整理

⑤地区計画 街づくり協定運営委員会での検討案の概要

4質疑応答

5閉会の挨拶 飯田恒雄副委員長

討議内容

長漂 資料4ページにある第-地区の①で､壁面後退が一部2mになっているが､2mになった理由を説明し

てほしい｡また､壁面後退2mと4mの境界は具体的にはどうやって区分しているのか?

菅 シンボル広場として位置づけられるエリアに面していなかったり､奥行きのない敷地については壁面後

退を2mにしている｡また､(Dの2mと4mの境界線は地番界 (中川中央1-29rlと中川中央1-29-2の境界

線)で明確に行っている｡

長滞 センター南との整合性を考えると①の壁面後退は全て2mになるのではないか?

菅 この点は協定運営委員会に持ち帰って検討する｡

唐戸:壁面後退した部分も所有は自分の土地のままなのか?壁面後退しても建ぺい率などは使い切れるのか?

菅 壁面後退した部分も所有は自分の土地のままで変わらない｡また､防火地域内で耐火建築物の場合は

建ぺい率100%まで使えるが､敷地目一杯に建物を建てる建てることは物理的に無理なので､建物が建

てられない部分を公共に寄与してもらうことを目的に壁面後退を定めている｡街づくり協定をつくった

ときも同じ考え方で壁面後退を定めている｡

唐戸 土地は道路に面している部分の方が価値が高い.それなのに壁面後退によって､その部分に建物が建

てられなくなるような規制がはたして必要なのか?

菅 シンボル広場周辺のの壁面後退した部分は､今でもオープンカフェ等に利用されて賑わいづくりが行

われており､建物が建てられなくても有効な土地利用が行われているD幹線道路沿道も壁面後退するこ

とで歩行環境の向上に寄与している｡
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横浜北農協 資料4ページにある第-地区の(丑は宅地とシンボル広場に高低差 (法面)があり､壁面後退を

行うのは厳しい状況にあるが､具体的にどのような土地利用を想定しているのか?また､②の

街区は佐江戸北山田線側が住居可能なのに反対側が住居不可になっているのはなぜか?

管 : ①の街区はシンボル広場より宅地の方が高く､②の佐江戸北山田線側はシンボル広場より低く造成さ

れているが､建築的に処理できる範囲の高低差だと思う｡また､シンボル広場の大階段から歴史博物館

につながる場所はシンボル道路として位置づけられており､タウンセンター地区の中でも重要な役割を

果たす場所なので､ここに面している部分は賑わいを生み出すという観点から住居不可にした｡

三起商事 商業 (住居可能)地区でも1･2階は賑わいを創り出すために住居不可となっているが､1階をエ

レベーターホールや駐車場だけにしても良いのか?賑わいを創り出すという主旨は分かるが､分

譲マンションを建てるときなどは敷地に余裕がないとテナント用の駐車場までを確保するのは難

しい｡

菅 敷地条件などで物理的に難しいケースがあるかもしれないが､これまでの街づくり協定の主旨を守る

ためにも､通りに面した部分にはなるべく賑わいを生み出すような施設を配置してほしい｡タウンセン

ター地区も将来的には関内地区や伊勢佐木モールのような商業的賑わいづくりをしてゆきたいと思って

いる｡また､駐車場に関しては､現行の街づくり協定では隔地駐車場を確保するようにお願いしている｡

金子 地権者の皆さんそれぞれの立場もあると思うが､良い街を創るには個人の力だけでなく皆さんの協力

が必要になる｡衝づくり協定も地区計画も街全体を良くすることで平等の価値観を創り出すことが目的

である｡建物の1･2階には商業施設を入れて､街を賑やかにすることで来街者に好印象を与えるような

街を創ってゆきたいと思っているが､そのためにはお互い信頼して共通の目的に向かって進んでゆく必

要がある｡結果はすぐに出ないかもしれないが､タウンセンター地区の将来を考えて､これまでの街づ

くり協定の主旨を今後もできるだけ守ってゆきたい｡

飯田 時代と共に地権者も変わり､紳士協定である街づくり協定では､これまで目標としてきた街づくりの

方向性をコントロールすることが難しくなってきたので､街づくりの目標が法的に担保される地区計画

の導入をこれまで検討してきた｡地区計画を導入する目的は､早い者勝ちではなく計画的な土地利用を

今後も推進するためと､壁面後退などで美しい街並みを創ることにあるOその点を地権者の皆さんにも

理解してもらいたい｡また､今日の勉強会で話し合われたことは協定運営委員会に持ち帰って地区計画

素案を固めたいと思う｡地区計画素案が固まったらまちづくりニュースで皆さんにお知らせして､最終

確認のためのアンケー ト調査を行う｡アンケー ト調査の結果は横浜市の都市計画審議会などでも大切な

資料になるのでぜひとも協力をお願いしたい｡
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日時 :平成13年 11月21日 (水) 18:00-18:40

場所 .都市基盤整備公団横浜北部開発事務所 3階会議室

出席者 飯田恒雄副委員長 高橋良雄委員 関義和委員

清水勘治氏

事務局 港北ニュータウン課 績橋氏

都市基盤整備公団 赤川氏 石倉氏 大平氏 和中氏

港北都市開発センター 藤原氏 大宮氏 芦垣氏

山手総合計画研究所 管 市川 (書記)

議事

1.開会の挨拶 飯田恒雄副委員長

2.資料説明 ･山手総合計画研究所 管

①港北ニュータウン･タウンセンター地区の概要

②地区計画とは?

③街づくり協定運営委員会での検討の経緯

④街づくり協定の項目整理

⑤地区計画 街づくり協定運営委員会での検討案の概要

3.質疑応答

4.閉会の挨拶 ･飯田恒雄副委員長

討議内容

飯田.参加者が1名なのでポイントを絞って議論するO清水氏の土地は第二地区の③であり､地区の区分は

商業 (住居可能)地区になっている｡壁面後退は幹線道路沿いの2mが定められている0

菅 住居可能といっても､建物の1･2階には入れられないので了承してもらいたいo

飯田 ③の敷地全てが清水氏の所有になっているのか?

清水 .自分一人ではなく東京に住んでいる人と所有している｡

飯田:第一部では若干の修正意見が出たので､その部分については協定運営委員会に持ち帰って地区計画素

案を固めたいと思う｡地区計画素案が固まったらまちづくりニュースで皆さんにお知らせして､最終確

認のためのアンケー ト調査を行う｡アンケー ト調査の結果は横浜市の都市計画審議会などでも大切な資

料になるのでぜひとも協力をお願いしたい｡
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遷 一 一 一 一 ･

暑い日が続いておりますが､地権者の皆様におかれましては､益々ご清祥のこととお慶び申し上げます｡

*今回のまちづくりニュースでは､タウンセンター地区の街づくりに関する意見を集約するためのアンケー

ト調査のお願いと､7月4日に行われた ｢第1回地区計画勉強会｣の概要を報告します｡

紺 野7<働 @アンケ｣ト肋 か77iLI

*地区計画は､より魅力的な街づくりを実現するために､

皆さんがお持ちの土地や建物に関するルールを法的に ~

定めるものです｡そのため､皆さんの街づくりに対する

ご意見を伺って計画に反映する必要があります｡

*そこで､タウンセンター地区の街づくりについて皆さん

がどのように考えていらっしゃるのかを把握するために

アンケー ト調査を行います｡

*アンケー ト調査の結果は､これから地区計画検討案の内

容を調整する上で､とても大切な資料になります｡

また､土地利用がすでにお済みの方も､将来の建て替え

の時には地区計画の内容に沿った建物を造ることになり

ますので､ぜひともご協力をお願い致します｡

※アンケート調査の詳細については､2ページ ･3ページをご覧下さい｡

臥 ()5フ<Cj/Lljqナ諸 /棚 純 艶.まし彦
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*下記 ｢アンケー ト項目｣の ｢土地 ･建物の所有について｣及び､｢質問1-7.｣から該当する ｢答え｣を選

んで､返信用はがきの回答欄に○を記入した上で ｢返信用はがき｣を投函して下さい｡(締め切 りは旦且8
日 (水)とさせて頂きます)なお､アンケー ト集計結果につきましては､｢まちづくりニュースVol.3｣(※

9月上旬発行予定)及び､｢第二回地区計画勉強会｣(※9月下旬開催予定)でご報告する予定です｡

アンケー トの記入方法

アンケー ト項目の ｢土地 ･建物の

所有について｣及び ｢質問1-7.｣

の中から

2ページ 3ページ

- 該当する答えを選んで -

返信用はがきの回答欄に

○を記入

※アンケートの返信先及びお問い合わせ

タウンセンター地区街づくり協定運営委員会事務局

(樵)港北都市開尭センター TEL:045-943-2470

- ポス トに投函

締め切り:平成 13年8月8日 (水)

※当日消印有効

/TPyケ｣ト願

土地 ･建物の所有について

土地 ･建物の所有状況などについてお尋ねします｡ (※該当するもの全てに○を記入して下さい)

1,タウンセンター内に土地を (① 1ヶ所所有 ②複数所有 ③所有していない)

2.所有している土地は (①全て土地利用済み ②土地利用していない場所もある ③駐車場か空地)

3.建物の所有形態は (①全館所有 ②区分所有 ③賃借)

4,お住まいは (① タウンセンター内の自己所有ビル ② 舛ンセンター内の区分所有マンション ③ タウンセンター以外)

質問1

タウンセンター地区は､横浜の副都心として首都圏を代表する商業 ･業務機能の集積や地域の特性を活かした

個性的な街づくりを推進していますが､街づくりの進行状況をどう評価していますか?

答え1. 商業 ･業務機能の集積が進んで集客力も高まっており､副都心として機能し始めている｡

答え2. 商業 ･業務機能の集積が不十分なので､更に商業 ･業務施設の進出を誘導する必要がある｡

答え3. その他 ( )

質問2

現在の ｢街づくり協定｣について､どのように思いますか?

答え1. 街づくり協定のおかげで商業 ･業務を中心とした街づくりが進んでいる｡

答え2. 街づくり協定運営委員会の調整に従ってもらえない建物が出始めており､商業 ･業務を中心とした

街づくりが崩れ始めている｡

答え3. その他 ( )
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質問3

これからは､法的な規制では実現しづらい細やかな街づくりのルールを定める現行の ｢街づくり協定｣に加えて､

街として最低限守りたいことを都市計画決定により確実に担保する ｢地区計画｣を策定する形で街づくりを進めて

ゆこうと考えていますが､この点についてどう思いますか?

答え1. 賛庇

答え2.街づくり協定だけでよい｡

答え3 地区計画だけでよい.

答え4. その他 ( )

質問4

タウンセンターの顔となる大規模商業やレジャー施設等が立地する計画の ｢基幹空間地区｣ (※住居配置不可

能)及び､大規模な業務 .文化施設が立地する計画の ｢業務 ･文化系施設地区｣(※住居配置不可能)につ

いてご意見を伺います｡

答え1. 検討案通りでよい｡

答え2. 修正が必要 (具体的にどの街区を ｢基幹空間地区｣(※住居配置不可能)､｢業務 ･文化系施設地区

(※住居配置不可能)とすればよいかを記入して下さい)

答え3 その他 ( )

※場所についてご意見を記入する際には､別紙の ｢街区番号図｣も参考にして記入して下さい.

質問5

人々が行き交う賑わいを創るとともに､3階以上に住居が導入できる施設等の立地により､利便性の高い都市型

居住を実現す ｢商業 (住居可能)地区 ｣についてご意見を伺います｡

答え1. 検討案通りでよい

答え2 修正が必要

(具体的に住居配置のエリアや階などについてどのような修正が必要なのかを記入して下さい)

答え3. その他 ( )

※場所についてご意見を記入する際には､別紙の ｢街区番号囲Jも参考にして記入して下さいC

質問6

幹線道路沿いの歩行空間の充足等とシンボル広場周辺の賑わいを施設内に引き込むことを目的としている ｢壁

面の位置の制限｣についてご意見を伺います｡

答え1. 検討案通りでよい

答え2. 修正が必要 (具体的にどのような修正が必要なのかを記入して下さい)

答え3. その他 ( )

※場所についてご意見を記入する際には､別紙の ｢街区番号図｣も参考にして記入して下さい｡

質問7

上記以外で何かご意見があれば､ご自由にお書き下さい｡

*
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●｢街づくり協定｣と ｢地区計画｣ではどのような違いがあるのですか?

1

0街づくり協定は住民同士で決める任意のルールですが､地区計画は都市計画法に基づいて都市計画として

定められるもので､地区計画に適合しない建物は建てられなくなります｡

●街づくり協定や地区計画で規制が強くなってしまうと､タウンセンターで開業できる商業が出店しづらく

なってしまい､商店街の魅力が創りづらくなるのではないでしょうか｡だから､規制する内容は最低限の

ものだけにして､テナントが入りやすく､営業もしやすい街づくりを目指すべきではないでしょうか?

1

0街づくり協定は建物のつくり方を工夫して､街をもっと魅力的にするために､皆さんで取り決めたもので

あり､出店の選択肢を狭める規制ではありませんO現在問題になっているのは､本来なら販わいを創り出

すはずの建物の1･2階が住宅になってしまい､これまで地権者の皆さんが努力して創ってきた､街並みと

しての商業的賑わいが分断されてしまうケースが出始めていることです｡ですから､この部分 (低層部の

賑わい)を地区計画で確実に担保することを考えています｡そこで､協定運営委員会では､街として守り

たい最低限の項目を地区計画で担保するという方向で検討を行ってきました｡

●オース トラリアなど海外では､通りに面して洗濯物が出せないように指導が行われている例があります｡こ

のような例は街づくりの観点からも大切だと思いますが､地区計画で指導できるのでしょうか?

1

0地区計画は建築物の用途などの､主にハー ド面を法的に規制するものなので､このような細やかな街づく

りのルールまでを決めることはできません｡タウンセンター地区衝づくり協定ガイ ドライン (平成6年8月

制定)で､そのような取り組みのためのアイデアを紹介しているので､それぞれの建物で工夫していただ

くようにお願いしています｡

●来客用の駐車場が不足しているせいか､路上駐車が目立ちます｡また､住人用の駐車場も不足していると

思います｡これから人口が増えてゆけば､さらにこの問題が顕著になってくると思うので､駐車場の確保

を地区計画で指導することはできないでしょうか?

1

0将来的な駐車場の問題については協定運営委員会で検討を行っています｡これから整備が予定されている

公共駐車場の台数やタウンセンターが横浜市の駐車場整備地区に指定され､建物規模や用途によって基準

が設定されている点などを考慮に入れると､数字の上での駐車場台数は確保できるという結果が出ていま

す｡なお､地区計画では駐車台数を決めることはできません｡

●土地区画整理事業によって土地を減歩された上に､さらに規制をかけられると土地の有効利用ができなく

なり､地権者の負担が大きくなってしまうのではないでしょうか?

1

0協定運営委員会でも地権者の方の負担を少しでも軽減できるように､地区計画検討案を作成するに当たっ

て､住居配置可能地区の見直し (住居配置可能地区の拡大)などを行っています｡また､街づくり協定や

地区計画は土地区画整理事業のために土地の一部を提供してくれた方たちに､よい街を創ることで恩返し

をする事が目的です｡今後もタウンセンター地区を素晴らしい街にしてゆくためには､やはり地権者の皆

さんが犠牲になってはいけないと思います｡ですから､今後も皆さんの意見を伺った上で､皆さんが納得

できるような内容に調整してゆきたいと思っています｡

●タウンセンター地区の間に挟まれて､現在土地区画整理の工事が行われている中央地区と､タウンセンター

地区の地区計画は別々に扱うのでしょうか?

1

0中央地区は既に地区計画が都市計画決定されていますので､これから地区計画を定めてゆくタウンセンター

地区とは別々に扱います｡
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豊 聖 典 亘 ⑳

秋の気配を感じるこの頃ですが､地権者の皆様におかれましては､益々ご清祥のこととお慶び申し上げます｡

*今回のまちづくりニュースは､先日皆さんにご協力いただいた ｢アンケー ト調査｣の結果報告です｡

.777デートZ,--WglOL'?脇功方tJガと7-L'?i党ほし彦

*横浜市北部の副都心に位置づけられるタウンセンター地区は､現在､土地区画整理事業中の中央地区の整

備により南北のタウンセンターが一体化され､新宿副都心に匹敵する約100haの商業 ･業務 ･文化施設の

機能集積が整いつつあります｡また､地権者の皆さんが中心となって自主的に街づくりを進めるというこ

とで､建築物の用途､壁面後退,駐車台数などの基準を定めた ｢街づくり協定｣を取り決め､地権者代義

の方々が委員となって ｢協定運営委員会｣を組織して､タウンセンター地区に計画される建物に対して､街

づくりの基本方針に沿うように調整を行ってまいりました｡

*ところが近年､全体から見ると数は少ないのですが､協定運営委員会の調整に従ってもらえない建物が計

画 ･建設されており､この傾向が顕著になると､今まで街づくりに協力して下さった皆さんの努力が失わ

れ､目標としてきた副都心にふさわしい街づくりに影響する恐れが出てまいりました｡

*こうした状況を踏まえて協定運営委員会では､自主協定である ｢街づくり協定｣よりも､都市計画決定さ

れることで街づくりの担保性がより高くなる ｢地区計画｣の検討案をまとめました｡

*地区計画で定める次の3項目は､いずれも街づくり協定に盛り込まれている内容で､なおかつ街として最

低限守りたいことです｡

①街の重要なェリア (基幹空間地区､業務文化系施設地区)では､商業 ･業務機能の集積を図るために住宅

は建てられないようにします｡

②街の娠わいを創 り出すために､住宅が建てられるエリア (商業 (住居可能)地区)でも､I･2階には住宅

が建てられないようにします｡

③歩行者のための空間確保や賑わい創出のために､壁面後退を行うエリアを設けます｡

*今回のアンケー ト調査は､配布数が882通で回収数が118通 (回収率13.4%)と若干回収率が少ない結果

となりましたが､現行の ｢街づくり協定｣に加えて､衝として最低限守りたいことを ｢地区計画｣として

策定するという､今後の方向性については､概ね皆さんのご理解が得られました｡その一方で､地区の区

分や住居が配置できる階数などは､少数ながらも具体的なご意見が寄せられました｡

*今後も､より多くの皆さんからのご意見を参考にして､地区計画の内容を調整してゆきたいと思いますの

で､ご協力をよろしくお願い致します｡

※アンケー トの集計結果については､次ページ以降をご覧下さい｡

※まちづくりニュースに関するお問い合わせ

タウンセンター地区街づくり協定運営委員会事務局

(樵)港北都市開発センター TEL045-943-2470
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Jt間1.タウンセント地区は､横浜の副都心として首都圏を代表する商業 ･業務機能の集積や地域の特性を活

かした個性的な街づくりを推進 していますが､街づくりの進行状況をどう評価 していますか?

答え1. 45 38% 商業 .業務機能の集積が進んで集客力も高まっており､として機能し始めている○ 都心

答え2. 62 53% 商業 .業務機能の集積が不十分なので､更に商業 .業務施設の
進出を誘導する必要があるo

答え3. 10 8% その他

無回答 1 1%

●｢商業 ･業務機能の集積が不十分なので､更に商業 ･業務施設の進出を誘導する必要がある｡｣が53

%であり､今後の更なるタウンセンター地区の発展に皆さんの期待が寄せられた結果となっています｡

Jt間2.現在の ｢街づくり協定｣について､どのように思いますか?

答え1. 58 49% 街づくり協定のおかげで商業 .業務を中心とした街づくりが進
んでいる○

答え2_ 42 35% 街づくり協定運営委員会の調整に従ってもらえない建物が出始
めており商業 .業務を中心とした街づくりが崩れ始めているC

答え3. 16 13% その他

無回答 3 3%

●｢街づくり協定のおかげで商業 ･業務を中心とした衝づくりが進んでいる｡｣が49%であり､これま

でのタウンセンター地区の形成に街づくり協定が貢献しているという結果 となっています｡

答え2 (回答数41=35%)に関連したご意見--

質問 .既にスロット店やパチンコ屋が建っているのはなぜですか?風俗営業ではないのですか?

解答 スロット店やパチンコ屋も風俗営業ですが､今回の地区計画検討案で建てられないように規制する施

設は､風俗営業の中でも ｢性風俗特殊営業｣といわれるヌー ドスタジオ､個室付浴場等ですので､ス

ロット店やパチンコ屋も建てられますC現行の街づくり協定も地区計画検討案と同じ内容の規制になっ

ています｡
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答え4 (回答数10=9%)に関連したご意見･-･･

質問 地区計画が定められたあと､街づくり協定はどうなるのでしょうか?

解答 街づくり協定は存続します｡これからは､現行の ｢街づくり協定｣に加えて､街として最低限守りた

いことを ｢地区計画｣として策定する方向でタウンセンター地区の街づくりを進めてゆきます｡

質問 今の経済状況を考えると規制は作 りたくない｡それによって開発が遅れるのではないでしょうか?

解答 地区計画検討案は､内容的には街づくり協定と変わっていませんので､新しい内容の規制は設けてい

ません｡地区計画として定める理由は､街として最低限守りたいことを確実に担保するためです｡

質問 ｢街づくりを確実に担保する｣とは具体的にどのようなことなのでしょうか?｡

解答 地区計画は都市計画法という法律に基づき都市計画として定められます｡また､建築物等に関する

事項の大半は市の条例として定められ､条例に違反した場合は建物が建てられなくなります｡

半間4 タウンセンターの政となる大規模南井やレジャー施設等が立地する計画の ｢基幹空間地区｣(※

住居配iE不可能)及び､大規模な兼務 ･文化施設が立地する計画の r兼務 ･文化系施設地区｣(※

住居配置不可能)についてご意見を伺います｡

答え1. 89 75% 検 素通りでよい

答え2. 15 13% 修正が必要 (具体的にどの街区を ｢基幹空間地区｣ (※住居配置不可能)､ ｢業務 .文化系施設地区｣ (※住居配置不可能)
とすればよいかを記入して下さい○)

答え3_ 8 7% その他

無回答 7 6%

●｢検討案通りでよい｣が75%であり､検討案の地区で商業 ･業務 ･文化機能の集積を図り､賑わいあ

る街並みや副都心の充実を図ることについては､概ね皆さんのご理解が得られた結果となっています｡

答え3 (回答数8=7%)に関連したご意見 ･･

質問 全ての地区で､l･2階が商業 ･業務施設でなければいけないことが街の発展を遅らせていると思う｡

基幹空間地区､業務 ･文化系施設地区でも2階から住居が可能にしてはどうでしょうか?

解答 住居を建てることができる地区や住居が設けられる階数などの具体的な内容については､今回のアン

ケー ト結果や地区計画勉強会での意見交換などを参考にして､今後調整を行ってゆきます｡
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井間5.人々が行き交う賑わいを創るとともに､3階以上に住居が導入できる施設等の立地により､利

便性の高い都市型居住を実現する r商兼 (住居可能)地区｣についてご意見を伺います｡

●｢検討案通りでよい｣が79%であり､検討案の地区で人々が行き交う賑わいを創るとともに､利便性

の高い都市居住を実現することについては､概ね皆さんのご理解が得られた結果となっています｡

答え3 (回答数5=4%)に関連したご意見-･･

質問 2階が住居の建物がありますが､地区計画が制定されると建て替えができなくなる恐れがありますか?

解答 地区計画は建て替え時にルールを守ることで街づくりを進めてゆきます｡しかし､分譲マンションな

どでルールにあった建て替えが困難であるということも大きな問題ですので､建て替えの可能性につ

いて､今後検討を行ってゆきます｡

質問 2階から住居が配置できるようにしてもよいのではないでしょうか?

解答 .住居が設けられる階数などの具体的な内容についてやま､今回のアンケー ト結果や地区計画勉強会での

意見交換などを参考にして､今後調整を行ってゆきます｡

半間6.幹線道路沿いの歩行空間の充足等とシンボル広場周辺の賑わいを施設内に引き込むことを目的

としている r壁面の位IEの制限｣についてご意見を伺います｡

●｢検討案通りでよい｣が77%であり､検討案の位置､後退距離で壁面後退を設けることについては､

概ね皆さんのご理解が得られた結果 となっています｡

答え2 (回答数10=10%)に関連したご意見--

質問 壁面後退した部分を使って､具体的にどのようなことをイメージしているのでしょうか?

解答 幹線道路沿いは､歩行空間の充足と賑わい空間として利用するなど､潤いの創出を目的としていますO

シンボル広場周辺は､広場を囲む回廊を創り､賑わいを施設内に引き込むとともに､大規模な施設が

建つ中に人がなじみやすい空間を確保することを目的としています｡なお､壁面後退の具体的な方法

(壁面後退部分をどのような形でとるか等)については､今後調整を行ってゆきますD

Jt間7 上妃以外 (井間1.-6 以外)で何かご意見があれば､ご自由にお雷き下さい｡

質問 住人やテナント用の駐車場が不足していますo交通渋滞や路上駐車が多い (特に休日).駐車場整備や

違法駐車の取り締まり強化など､対策を検討する必要があるのではないでしょうか?

解答 地区計画検討案では駐車台数を決めていませんが､現行の街づくり協定には､既に駐車場に関するガ

イ ドライン (住戸数の70%以上を確保する等)が設けられています｡今後､駐車場に関する問題につ

いは､駐車場の新設といった受け皿の問題だけでなく､運転手のマナー向上などの対策も含めて､検

討してゆくべきではないかと思います｡
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秋冷の候､地権者の皆様におかれましては､益々ご清祥のこととお慶び申し上げます｡

*今回のまちづくりニュースは､皆さんからのアンケー ト調査結果を踏まえて再度検討を重ねた地区計画の

｢街づくり協定運営委員会での再検討案｣の紹介と､｢第2回地区計画勉強会｣開催のご案内です｡

*街づくり協定運営委員会では､｢地区の区分｣と ｢壁面後退｣に重点を置いて地区計画の内容についての再

検討を行い､以前 rまちづくりニュース｣で配布した地区計画案に修正を加えた､r街づくり協定運営委員

会での再検討案｣を作成いたしました (※再検討案の内容については2ページ以後をご覧下さい)｡

*今後は､この ｢街づくり協定運営委員会での再検討案｣をたたき台にして､最終的な ｢地区計画素案｣の

作成に向けた作業を地権者の皆さんと力を合わせて進めてゆきたいと考えております｡

そこで､｢第2回地区計画勉強会｣を下記の要領で開催し､皆さんと直接意見の交換を行うことで､より魅

力的なタウンセンター地区の街づくりをこれからも目指してしてゆきたいと思っております｡

傾ぎヱ鵬 軌邑/OL?崇搾

*最終的な ｢地区計画素案｣の作成に向けた作業を地

権者の皆さんと力を合わせて進めてゆくために､下

記のとおり ｢第2回地区計画勉強会｣を開催致しま

すので､ぜひともご出席下さいますよう､お願い申

し上げます｡

*なお､会場には駐車場がありませんので､勉強会当

日のお車での来場はご遠慮下さい｡

主催 港北ニュータウン･タウンセンター地区

街づくり協定運営委員会

日時 平成13年 11月21日 (水)

第一部 15.00-1630
第二部 1800-19:30

※同じ内容を2回に分けて行いますので､ご都合

の良い時間の方にご出席下さい｡

会場 .都市基盤整備公団ビル 3階 会議室

(場所については右図をご参照下さい)

都筑区荏田東四丁目10番2号

勉強会の内容 *地区計画再検討案作成までの経緯

*地区計画再検討案の解説

※お問い合わせ

タウンセンター地区衝づくり協定運営委員会事務局

(秩)港北都市開発センター TEL:045-94 3-2470
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区 域 の 整 備 ･開 発 及 び 保 全 の 方 針 と地 区 整 備 計 画 (街 づ くり協 定 運 営 委 員 会 で の 再 検 討 案 )

ンセンター地区地区計画

横浜市都筑区荏田東四丁目､茅ヶ崎中央､中川中央一丁目

地区計画の目標

区

域

の

整

備

.
開

発

及

び

保

全

の

方

針

本地区は､横浜市の中心市街地から北北西-約12kTnに位置しており､すでに土地区画整理事業によっ

て良好な基盤整備がなされている｡また､商業 ･業務施設の立地により､横浜市の副都心及び広域拠点

の形成を図るべき地区である｡本地区計画は､タウンセンター地区の開発理念である､①多格能複合に

基づく広域拠点の形成 (診生活 ･文化の情報発信拠点の形成 (診高度の都心性と自然性を備えたセン

ターの形成 信)個性豊かで自己主張を持つセンタ-の形成 に沿った施設の立地と､現在取り決められ

ている r街づくり協定｣の内容をあわせて､より豊かな市街地環境を形成することを目標としている｡

土地利用の方針 基幹空間地区､業務 ･文化系施設地区､商業 (住居可能)地区に区分し､それぞれ.次の方針に基づき

土地利用を誘導する｡

1.基幹空間地区

商業 ･業務 ･レジャー施設の立地により､タウンセンターの核となる脹わいある街並みを形成する｡

2.業務 ･文化系施設地区

業務 ･文化施設の立地により､横浜北部副都心機能の充実を図る｡

3商業 (住居可能)地区

住居系施設の立地により､人々が行き交う脹わいを創るとともに､利便性の高い都市居住を実現する｡

({丁 ･二 ･~ ｢ T ,TT r- T=蒜 ､丁 ･･T I T ~ ･- T ･- TJT :TAT -~ )

1基幹空間地区

歩行者の回遊性を高め､タウンセンターの核となる賑わいある街並みを形成するため､建築物の用途

の制限､壁面の位置の制限を設ける｡

2業務 ･文化系施設地区

幹線道路沿いの歩行環境向上や横浜北部副都心機能の充実を図るため､建築物の用途の制限､壁面の

位置の制限を設ける｡

3商業 (住居可能)地区

幹線道路沿いの歩行魂境向上や人々が行き交う賑わいを創るとともに､利便性の高い都市居住を実現

するため､建築物の用途の制限､壁面の位置の制限を設ける.

シンボル広場をオープンスペースの要として位置づけ､水と緑にあふれた多様な場を提供する.また､

各敷地内の緑化を進め､繰豊かな都市環境の形成を図る｡

計画図表示のとおり

基幹空間地区 業務 ･文化系施設地区 商業 (住居可能)地区

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない｡

Q)住宅

②住宅で事務所､店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

(卦共同住宅､長屋､寄宿舎又は下宿

簡 有茄 石蕗 右肩=-hT;i-+%壷重富重態ヽ

＼16竺嬰 120_3%eig_a)lT'_定b_al e)_ _ _ _ _ _ _ _ ノ

次の各号に掲げる建築物は

建築してはならない｡

(》1･2階部分を住居の用に供

するもの (住居に附属する

ホール､階段､ルJ(-タ-､廊

下等の施設を除 く)

僧 南i-j轟 %r#7:蔚 ;言卦

l 浴場その他これに類する建 l

l 集基準法施行令第130条の l
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Iただし､シンボル広場周辺の壁面後退 (4m)では構造上必要な柱は設置できる｡また､幹線道路沿道 l

lの壁面後退 (2m)の ｢壁面の位置の制限｣については建築基準法に基づく緩和の規定がある｡ l

＼_ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .iX･邑Ll ri4ご-lie_AeiJC_T三し土 ノ

建築物等の形態

又は意匠の制限

建築物の屋根及び外壁の色彩並びに屋外の広告物の色彩､大きさ及び形状は､

地区の景観と調和したものとする｡

垣又はさくの

構造の制限
垣又はさくの構造は､生け垣､フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする｡

ただし､フェンスの基礎､門柱､門扉その他これらに類するものを除く｡



地区整備計画図 (街づくり協定運営委員会での再検討案)
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壁面後身玖暑舶 佐'EJ'5tBm
(1)シンボル広場周辺の壁面後退 (4m)断面図

誓 発 男君覧) l 壁面後退｡Om以上 (壁面の位瀞の削限)

+;
｢壁面の位置の制限｣の員的

*シンボル広場に面した部分には､回
廊を整備して､広場空間と施設の融
合 を図りましょう｡

*雨天時も傘なしでシンボル広場周り
を回遊できるようにしましょう｡
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(2)シンボル広場周辺の壁面後退 (2m)断面図

(3)幹線道路沿道の壁面後退 (2m)

｢地区施設 (歩道状空地)｣の目的

*歩道と同じレベルで整備 し､歩行者
のための空間づ くりを行いましょう

｢地区施設 (歩道状空地)｣の位置に
は､ゴミ置場､植え込み､手摺､外
開き扉等は設置できません｡

｢壁面の位置の制限｣の目的

*緑化や街角広場 など街の賑わい ･
潤い創りになる ように工夫しま
しょう｡

※以下の①及び②の建築基準法施行
令第135条の5の緩和の規定の範囲
内のものは設置できます｡

(∋外壁､柱の中心線の長 さの合計が
3m未満のもの｡

⑦物置その他これに類する用途に供
し軒高が2.3m以下で床面積が5m2
以内のもの｡
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≠ 声 戸

寒冷の候､地権者の皆様におかれましては､益々ご清祥のこととお慶び申し上げますO

*今回のまちづくりニュースは､地区計画素案最終確認のためのアンケート調査のお願いと11月21日に行

われた ｢第2回地区計画勉強会｣の報告｡そして､これまで検討を行ってきた経緯のまとめなどです｡

鯛 LZ)アンケ｣ト此 ど詔か概 I./

*昨年9月の衝づくり協定運用小委員会から始まり､その後､第1回地区

計画勉強会やアンケート調査､第2回地区計画勉強会などを行いながら

地権者の皆さんのご協力のもとに検討を行ってきた､タウンセンター

地区の ｢地区計画素案｣がまとまりましたので､お知らせいたします｡

※まちづくりニュースVo14から変更があますので､｢地区計画素案｣の

詳しい内容は4ページ以降をご覧下さい｡

*今後は､タウンセンター地区の総意として ｢地区計画素案｣をまとめ､

横浜市に地区計画の導入を要望してゆくわけですが､その前に､地権

者の皆さんから ｢賛成]､｢反対｣の最終確認をいただくためのアンケ

ート調査を行います｡

①アンケート調査の結果は､横浜市の都市計画審議会などでも大切な

資料になります｡

② ｢賛成]､｢反対｣どちらのご意見でも､地権者の皆さんのご意向を

正確に把握する必要がありますので､ご協力をお願いいたします｡

t今固■の7ンケ｢胤 彪虐者の方全点力楓 丁下水 1.I

アンケート玖石)牙
*アンケートの内容は､｢地区計画素案｣に賛成か?反対か?をお答えいただくものです｡

4ページ以降に載っている ｢地区計画素案｣をご覧になっていただいた上で､同封の返信用はがき裏面の

｢アンケート回答表｣から該当する項目に○を記入してポストに投函して下さい｡

*皆 さんの意志を明確に していただ くために､アンケー トには記名 をお願いいた します｡

※返信いただいたアンケー トは今回の調査のみに使わせていただきます｡個人情報の機密は

街づ くり協定運営委員会が厳守いた します｡

*該当する項目に - ポストに投函

○を記入して (切手は不要です)

締め切り

平成13年12月20日(禾)
※当日消印有効

●まちづくりニュース ･アンケー トのお問い合わせ

タウンセンター地区街づくり協定運営委員会事務局

(秩)港北都市開発センター TEL045-943-2470
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mEEm%#yfWyLlm/ナZ'ng2牌 彦楓 .乱 屠

*平成13年 11月21日 (水)に行われた ｢第2回地区計画勉

強会｣には16名の方が参加されて､タウンセンター地区が

目指している街づくりを改めて理解して頂くとともに､

これまでに行ってきた第1回地区計画勉強会やアンケー ト

調査に寄せられた皆さんからのご意見をもとに､街づくり

協定運営委員会で再度検討を重ねた ｢街づくり協定運営委

員会での再検討案｣をもとにして､最終的な地区計画素案

の作成に向けた意見交換を行いました｡

傍2楓 Z51yL'?LZ)よラ凪 .et)db-b77乱 虐̀

●センター北駅及びセンター両駅のシンボル広場周辺で､壁面後退距離が4mから2mに変更されている場

所がありますが､なぜ4mから2mに変更されたのですか?

1

0シンボル広場として位置づけられるエリアに敷地が直接面していなかったリ､敷地に奥行きがないために

壁面後退が4mだと影響が大きい場所については､壁面後退距離を2mに変更することで､過剰な制限と

ならすに有効な土地利用が図れるようにしています｡

●壁面後退4mと2mが接している場所や､壁面後退を行う部分と行わない部分の境界線は､具体的にどの

ようにして決めているのですか?

1

0壁面後退4mと2mが接している場所の境界線は､地番界 (隣地境界線)や道路境界線からの具体的な距

離で明確に区分しています｡壁面後退を行う部分と行わない部分の境界線についても同様に､道路境界線

からの具体的な距離で明確に区分しています｡

●壁面後退した部分も土地の所有は自分のままなのでしょうか?また､壁面後退をした場合でも容積率など

は使い切れるのでしょうか?

●

○壁面後退した部分も土地の所有は自分のままで変わりません｡壁面後退の目的は､壁面後退することで歩

行空間を拡げたり､店先にオープンカフェやワゴンセールなどが行える空間をつくって､個々の建物だけ

でなく街全体に賑わいが出るようにすることです｡現行の街づくり協定も同じ考え方で壁面後退を定めて

います｡また､上階部分は張り出して建物を建てることができます｡

●商業 (住居可能)地区でも､街に賑わいを創 り出すために建物の1･2階には住居を設けることが出来ない

ようになっていますが､小さな敷地では住居以外のエレベーターホールや駐車場だけになっても良いので

しょうか?分譲マンションを建てるときなどは､敷地に余裕がないと駐車場の確保が大変だと思います｡

1

0敷地の条件などにより難しい場合もあるかもしれませんが､これまでの街づくりの方向性を守っていただ

くためにも通りに面した部分には商業施設などの賑わいを生み出す施設を配置していただきたいと思って

います｡この点については､現行の街づくり協定でも定められており､今後も街づくり協定で誘導してゆ

きます｡また､小さな敷地の駐車場については､他の条例で敷地内に確保しなければならない台数を除き､

自らの敷地内で確保できない分の駐車場を離れた場所に設けて､必要駐車台数を満たすように現行の街づ

くり協定ではお願いしていますので､その点も考慮して駐車場を計画して下さい｡
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第1回地区TIT触強食 (平成 13年7月4日) k

※まちプくり二コースVoJ.tの発行

●タウンセンター地区の概要とこれまでの街づくりの経緯

*街づくりの目標とこれまでの成果を説明するとともに､今後は､街として確実に守ってゆきたいものを地

区計画で担保して､より魅力的な街づくりを進めてゆくことを地権者の皆さんにお知らせしました｡

アンケー トI萱の実篤 (平成 13年8月上旬) ※まちつくり二コースVoJ.2の発行

●タウンセンター地区の街づくりの状況と地区計画について

*タウンセンター地区のこれまでの街づくりの評価や地区計画の導入について､また､｢地区の区分｣や ｢壁

面後退｣などの地区計画の内容に関するアンケートを行いました｡

街づくL)協定遍善幸A全 く平成 13年8月29日)

●アンケー ト調査結果の分析

*アンケート調査の結果､街づくり協定に加えて､街として最低限守りたいことを地区計画として策定する

という今後の方向性については､概ね皆さんのご理解が得られました｡

帯づくり協定遍苦手JL全 く平成 13年9月28日)

※まちつくり二コースVol.3の発行

●｢地区の区分｣と ｢壁面後退｣の具体的な検討

*アンケート調査での意見を参考にして､特に ｢地区の区分｣と ｢壁面後退Jに重点を置いて ｢街づくり協

定運営委員会での再検討案｣として､どのように地区計画の内容を整理するかを検討しました｡

街づくり協定遍嘗委JL全 く平成 13年11月7日)

●街づくり協定運営委会での再検討案の決定

*これまでに寄せられた意見を参考に検討を重ねた結束､｢街づくり協定運営委員会での再検討案｣を決定し

ましたOまた､多くの方から直接意見を聞くために第2回地区計画勉強会を開催することにしました｡

第2回地区計f勉強会 (平成 13年11月21日)

※まちつくり二コースVoJ.4の発行

●地区計画素案作成に向けた検討

*｢街づくり協定運営委員会での再検討案｣をもとにして議論を行い､地権者の皆さんから直接意見を伺い

ました｡今後は議論された内容を参考にして､地区計画素案を固めることになりました｡

帯づくL)協定遍苦手A全 く平成 13年12月5日)

●地区計画素案の決定

*これまでに寄せられた意見を参考にして検討した結果､委員会で地区計画素案を決定しました｡また､こ

の素案を地権者の皆さんにお知らせして､最終確認を頂くためのアンケート調査を行うことになりました｡

※まちつくり二コースYoJ.5の発行
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地区計画素案の作成 (勉強会などを通して)
アンケー トの実施 (今回)

(地区計画素案の最終確臣)

地区計画導入を横浜市-要望

※ここから先は､横浜市が行 う作業です｡

都市計画原案説明会

地区計画原案の公告 ･縦覧

地区計画案の作成

都市計画案の公告 ･縦覧

横浜市都市計画審議会

神奈川県知事の同意

都市計画決定告示

意見書の提出

意見書の提出
(一般の方々も含む)

*通常は横浜市が都市計画決定後に､地区

計画を ｢横浜市地区計画等の区域内にお

ける建築物の制限に関する条例｣に位置

づけます｡

腰細 玖壬筈とタウンとフグ｢物象地区討齢 者書方

地区計画g)主旨

*地区計画は､地権者の皆さんの生活に身近な地区を単位として､道路､公園などの配置場所や

建物の建て方などを地区の特性に応じてきめ細かく定める街づくりの計画です｡

*都市計画は都市全体の観点から定める計画であり､建築基準法は個々の建物の最低基準を定め

たもので､こ甲2つは地区レベルの課題に対応した､総合的な地区の街づくりを行う上では十

分とはいえない状況でした｡

*そこで昭和55年に､身近な地区レベルを対象として､皆さんの意向を反映しつつ､建物の用

途や形態などに関する制限や､道路､公園などの公共施設の配置･規模などについて､総合的

に計画することができる制度として､地区計画が都市計画法と建築基準法に創設されました｡

*横浜市では､すでに51件の地区計画が策定され､街づくりの重要な役割を果たしています｡

●地区計画は地区を単位とした計画です

･地区計画は､生活に密着した身近な地区 (皆さんにとってはタウンセンター地区)を対象と

した計画です｡

●地区計画は地権者の皆さんが主体となうてつくる計画です

･地区計画は､土地や建物の所有者など地権者の皆さんが主役となり､話し合いを行いながら

地区の実状に応じた計画をつくるものです｡

タウンセシター地底の地区計画の考え方

*タウンセンター地区は､中央地区の整備により南北のタウンセンターが一体化され約100haの

商業･業務･文化施設の機能集積が整いつつあります｡また､自主的に街づくりを進めるため

に ｢衝づくり協定｣を平成5年に取り決め､計画される建物に対する景観誘導などを行ってき

ました｡その結果､現在では副都心にふさわしい街が形成されつつあり､その街並みが評価さ

れて ｢都市景観100選 ･建設大臣賞｣の受賞など､良好な都市景観の代表例となっています｡

*ところが近年､協定運営委員会の調整に従ってもらえない建物が計画･建設されており､この

傾向が顕著になると､これまで目標としてきた街づくりに影響する恐れが出てきました｡

*こうした状況を踏まえて､自主協定である｢衝づくり協定｣よりも､都市計画決定されること

で街づくりの担保性が高くなる ｢地区計画｣の導入に向けた検討を行ってきました｡

●タウンセンター地区の地区計画の考え方は以下の通りです

･地区計画勉強会やアンケー ト調査に寄せられた意見を重視して地区計画を策定します.

･現行の街づくり協定の項目から､これからも街として最低限守りたいことだけを地区計画で

定めます｡街づくり協定に盛り込まれていない新たな内容は付け加えません｡

･これからは､法的な規制では実現しづらい細やかな街づくりのルールを定める現行の｢街づ

くり協定｣に加えて､街として最低限守りたいことを都市計画決定により確実に担保する

｢地区計画｣を策定する形でタウンセンター地区の街づくりを進めてゆきます｡
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i幹垂間地区 兼務 i文化系施投地区

炉●基幹空闇地区では､9ワンtzン9-地区の核となる尉 ついある街並みを形成するためrZO業務 .文化系施設地区で 勺

は.横浜北部副都ltl騰鮭の充実を図るために､① ｢士地利円の方針｣ ㊥ r建築物等の整備の方針｣を定めます○

基幹空間地区

①商業 .業務 .レジャー施設の立地により､タウンセンター地区の核となる賑わいある街並みを形成します｡

②歩行者の回遊性を高めたり､タウンセンター地区の核となる賑わいある街並みを形成するために､建築物の用途の

制限､壁面の位置の制限を設けますO

業務 .文化系施設地区

①業務 .文化施設の立地により､横浜北部副都心機能の充実を図りますo

②幹線道路沿いの歩行環境向上や､横浜北部副都心機能の充実を図るために､建築物の用途の制限､壁面の位置の制

限を設けますo

●両地区では.臓柄市北部の副#IL1である9ワンt=ン9一地区lZl3lさわしい商業 .業務 .文化 .レクや一施設を立地

させるために､具他的な ｢建築物の円遠の制限｣を定めます○ ※制限の内容は両地区とも同じです○

*商業 .業務 .文化 .レジャーなどの施設に限定するために､次の建物は建てられません○

①住宅

②事務所兼用住宅や店舗兼用住宅など

(勤共同住宅､長屋､寄宿舎又は下宿

④個室付浴場業に係わる公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令第130条の9の2で定めるもの

※地区計画で制限される施設は､風俗営業の中でも ｢性風俗特殊営業｣といわれるヌー ドスタジオ､個室付浴場等で

すので､スロット店やパチンコ屋は建てることが出来ます.現行の街づくり協定も同じ内容になっています○

●シンJIVL広場両辺の賑わい創出や.幹線道路沿道の歩行環境向上と潤い創出のために､

r壁面の位置の制限Jを定めます.

※基幹空間地区には下図の(三x2X萱)○業務 .文化系施設地区には③の ｢壁面の位置の制限｣があります○

①シンボル広場周辺の壁面後退 (4m) ②シンボル広場周辺の壁面後退 (2m)

≡ :≡ 二∵冊 票紺 面の盲制限 ∃ ∃

4.0m以 ト ｣乙出旦払上｣

③幹線道路沿道の壁面後退 (2m) シンボル広場周辺の壁面後退の目的

要;蔓吊壁面の位置の制限 塵l 緬 団 0 日 ;喜≡蓋冨歪曇写貰蓋蓋芸冨芸三三?==::こよ誓 空

地区施設 芸 'Buu ll卜 ∃臥 *オープンカフェやワゴンセール等の商業活動に利用して､賑わいを施設に引き込みましょう○幹線道路沿道の壁面後退の目的*地区施設 (歩道状空地)は､歩道と同じレベルとして､歩行空間として整備しましようC*建物側の壁面の位置の制限になる空間は､緑化や
車道 オープンス--ス､ 広 など､街の賑わい.潤い

基幹空間地区 業務 ,文化系施設地区 位置図

目地区の区分 藍 閉 麹･.. ＼前雅 R o -核 i''蔭'ィ,ケール'ヒ一度 ヨ- 国 国 □ !' 地区計画の区域+ T t f +

■ 基幹空間地区□ 業務.文化系施設地区

壁面後退

Eg222;歩行者専用道路の道路面から高さ3.0m以上で､道路境界線から壁面後退4.0m以上○※構造上必要な柱は設置できます○⊂:::コ歩行者専用道路の道路面から高さ3.0m以上で､道路境界線から壁面後退2.0m以上○- 壁面後退2m以上･道路側1.0m以上は ｢地区施設｣(歩道状空地)とします〇･残りの1.0m以上は道路面から高さ3.0m以上を ｢壁面の位置の制限｣とします○※ただし｢壁面の位置の制限｣については緩和の規定があります○

顔S簸地区計画の区域 ピソ. 八､.三脚大学棟悔嘩 コア

. 勺.E j 紛港北中央地区

ー38-
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商業 (住居可能)地区

C;●商業 (住嗣 能)地区では､街の脹わいと利便性の高い都市居住を実現するためー乙 勺

① ｢土地刺円a)方針｣ ⑧ ｢建築物等の整備の方針｣を定めます.

(》住居系施設の立地により､人々が行き交う賑わいを創るとともに､利便性の高い都市居住を実現します○

②幹線道路沿いの歩行環境向上や､人々が行き交う賑わいを創るとともに､利便性の高い都市居住を実現するために,

建築物の用途の制限､壁面の位置の制限を設けます○

●商業 (住居可能)地区では､街の脹わいと利便性の高い都市居住の実損を目指して､川ランスのとれた街をつくる

ためlZ､具他的な ｢建築物の円連の制限｣を定めます.

*街の賑わいを創り出す1.2階部分は店舗や事務所などの施設に限定するために､次の建物は建てられませんo

①1.2階部分を住居の用に供するもの (住居に附属するホール､階段､エレベーター､廊下等の施設は除きます)

※ただし､本ページ右の ｢商業 (住居可能)地区 位置図｣に示す敷地 (既に1.2階に住居が入っている分譲マンシヨ

ン)については､今現在住まわれている方々が､そこに住み続けながら建て替えができるようにするために､①

制限は適用されません.

②個室付浴場業に係わる公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令第130条の9の2で定めるもの

※地区計画で制限される施設は､風俗営業の中でも ｢性風俗特殊営業｣といわれるヌー ドスタジオ､個室付浴場等で

すので､スロット店やパチンコ屋は建てることが出来ます○現行の街づくり協定も同じ内容になっています.

●シン/li/L広場闇辺の脹わい創出や幹線連路沿速の歩行環境向上と潤い創出のために､ .巧

｢壁面の位置の制限｣を定めます. i/ I,P,

※商業 (住居可能)地区には下図の①(塾の ｢壁面の位置の制限｣があります○

JL

①シンボル広場周辺の壁面後退 (2m)

' N-A 轡 ｢ .*'喜誓蓋≡芸冨…重言雷雲軍冨ちぎることで､広場空

:j *雨天時も傘なしで回避できるようにしましよう○*オープンカフェやワゴンセール等の商業活動に利用して､賑わいを施設に引き込みましょう.幹線道路沿道の壁面後退の目的

･呈｣- 上-｣ *警 芸琵4'冨警 書芸 三̀.2誓 言?じレベルとし

② 幹線道路沿道の壁面後退 (2m ) *建物側の壁面の位置の制限になる空間は､緑化や

車道

商業 (住居可能)地区 位置図

『 商業 (住居可能)地区
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拓望詔歩行者専用道路の道路面から
高さ30m以上で､道路境界線から
壁面後退4.0m以上O
※構造上必要な杜は設置できます｡

⊂:::コ 歩行者専用道路の道路面から

高さ30m以上で､道路境界線から

壁面後退2.0m以上｡

- 壁面後退2m 以 上
･道路側10m 以上は ｢地区施設｣
(歩道状空地 ) とします｡
･残 りの10m 以上は道路面から
高さ30m以上を ｢壁面の位置

※買製FLRJr益鳥琵 壷の制限｣に
ついては績和の規定があります｡

_～.､

地区計画の区域
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区域の整備 ･開発及び保全の方針と地区整備計画

名 称 港北ニュータウンタウンセンター地区地区計画

位 置 横浜市都筑区荏田東四丁目､茅ヶ崎中央､中川中央-丁目

面 手書 約70.1ha

区域の整 地区計画の目標 本地区は､横浜市の中心市街地から北北西-約12kmに位置しており､すでに土地区画整理事業によっ

て良好な基盤整備がなされている.また､商業 .業務施設の立地により､横浜市の副都心及び広域拠点

の形成を図るべき地区である〇本地区計画は､タウンセンター地区の開発理念である､①多機能複合に

基づく広域拠点の形成 ②生活 .文化の情報発信拠点の形成 ③高度の都心性と自然性を備えたセン

タ-の形成 ④個性豊かで自己主張を持つセンターの形成 に沿った施設の立地と､現在取り決められ

ている ｢街づくり協定｣の内容をあわせて､より豊かな市街地環境を形成することを目標としている.

備開 土地利用の方針 基幹空間地区､業務 .文化系施設地区､商業 (住居可能)地区に区分し､それぞれ､次の方針に基づき

土地利用を誘導する.

1.基幹空間地区

尭 商業 .業務 .レジャー施設の立地により､タウンセンターの核となる賑わいある街並みを形成する○

及 2,兼務 .文化系施設地区

ぴ 業務 .文化施設の立地により､横浜北部副都心機能の充実を図るB

保全 3.商業 (住居可能)地区
住居系施設の立地により､人々が行き交う販わいを創るとともに､利便性の高い都市居住を実現する.

の方針 地区施設の整備の方針 幹線道路沿いの快適な歩行者空間の整備を図るため､歩道状空地を適正に配置する.建築物等の整備 1.基幹空間地区

の方針 歩行者の回遊性を高め､タウンセンタ-の核となる賑わいある街並みを形成するため､建築物の用途

の制限､壁面の位置の制限を設ける○

2.業務 ー文化系施設地区

幹線道路沿いの歩行環境向上や横浜北部副都心横能の充実をEglるため､建築物の用途の制限､壁面の

位置の制限を設ける.

3.商業 (住居可能)地区

幹線道路沿いの歩行蘇境向上や人々が行き交う賑わいを創るとともに､利便性の高い都市居住を実現

するため､建築物の用途の制限､壁面の位置の制限を設ける.

緑化の方針 シンボル広場をオープンスペースの要として位慣づけ､水と緑にあふれた多様な場を捷供する.また､

各敷地内の緑化を進め､繰豊かな都市環境の形成を図る○

也 地区施設の配置及び規模 】 幅員 l 延長 備考

歩道状空地 l l.Om以上 l 約2070m 計画図表示のとおり

地区の区分l名称 基幹空間地区 1 業務 ー文化系施設地区 商業 (住居可能)地区

l面稚 約18.Oha l 約11.Oha 約41.1ha

区 建莱初等に関する辛項 建築物の用途の 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない○ 次の各号に掲げる建築物は

整 (D住宅 建築してはならない○

備 制限 ②住宅で事務所､店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの ①1.2階部分を住居の用に供
③共同住宅 長屋 寄宿舎又は下宿 するもの (住居に附属する

計 ◎個室付浴場業に係わる公衆浴場その他これに類する建築基準法 ホール､階段､エレヘ'づ-､廊

画 施行令第130条の9の2で定めるもの 下等の施設を除く)但し､計画図に示す敷地についてはこの限りでない②個室付浴場業に係わる公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令第130条の9の2で定めるもの

壁面の位置の 建築の外壁又はこれに代わる柱の面は計画図に表示する壁面の位置の制限を越えて建築してはならない○

制限 ただし､シンボル広場周辺の壁面後退 (4m)では構造上必要な柱は設置できる.また､幹線道路沿道

の壁面後退 (2m)の r壁面の位置の制限｣については建築基準法に基づく緩和の規定があるO

建築物等の形態 建集物の屋根及び外壁の色彩並びに屋外の広告物の色彩､大きさ及び形状は､

又は意匠の制限 地区の景観と調和したものとする.

壇又はさくの 垣又はさくの構造は､生け垣､フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする｡

地区整備計画図

国 基幹空間地区

EB 業務 ･文化系施設地区

[コ 商業 (住居可能)地区

巳 ､∴ - ~二 十 ∴ .､

*既に1･2階に住居が入っている分譲マン
ションについては､今現在住まわれてい
る方々が､そこに住み続けながら建て替
えができるようにするために r①1･2階
部分を住居の用に供するもの (住居に附
属するホール､階段､エレベーター､廊
下等の施設は除きます)｣の制限は適用
されません｡

※ ｢まちづくりニュースVo1.4｣の後
調査を行い､位置をおとしました｡

E222盗 歩行者専用道路の道路面から
高さ3.0m以上で､道路境界線から
壁面後退4.0m以上｡
※構造上必要な柱は設置できます｡

匠三田 歩行者専用道路の道路面から
高さ30m以上で､道路境界線から
壁面後退20m以上｡
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※

以上は r地区施設｣

とします｡
以上は道路面から
上を r壁面の位置

｢まちづ くりニュースVol.4｣
か ら､今回変更 した箇所

地区計 画 の 区域

●壁面後退距離を4mから
2mに変更します

*商業 (住居可能)地区
で､モザイクモール側
とは異なる土地利用が
想定されることや､
パーゴラや道路面の高
低差により､センター
北駅から歴史博物館へ
とつながる基幹空間

(シンボル広場～大階段
～核的複合施設～シン
ボル道路)とは明確に
区分されているので､
壁面後退距離を4mか
ら2mに変更します｡

●地区計画区域に編入します
*既に1･2階に住居が入っている
については､今現在住まわれて
こに住み続けながら建て替えが
ったので､地区計画区域に編入
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寒冷の候､地権者の皆様におかれましては､益々ご清祥のこととお慶び申し上げます｡

*今回のまちづくりニュースは､地区計画素案最終確認のためのアンケー トの集計結果 (平成 14年2月1日

現在)と､アンケー トに寄せられた具体的なご意見に対する解答です｡

御 -儲 燃 .夢脱 糞詔乾1紛
糾 勝 負卿 :花)乙
n榔 働 ttl磯 敵 方/

アンケ｣ト紺 働 /4年2R/CigG)

●タウンセンター地区 (第 1+第2地区)の集計結果

配布数 ∃ 回収数 回収率
タウンセント北地区 391 136 34,8%
タウンセンター南地区 495 180 36,4%

回答内容 回答数 回答率

タウンセンター南地区 賛成 118 86.8%反対 16 ll.8%
回答保留 2 1.5%

タウンセンター北地区 賛成 159 88,3%反対 18 10.0%回答保留 3 1.7%

タウンセンター地区 賛成 277 87.7%反対 34 10.8%
回答保留 5 1.6%

●第 1地区 (センター北駅側)の集計結果 ●第2地区 (センター南駅側)の集計結果
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1.建物の1･2階の用途に関するご意見

*商業 (住居可能)地区においては､現状で2階の店舗及び事務所の入居がなかなか埋まらない状況です｡

2階部分については､住居が可能なように変更していただきたい｡

てこここプア

●個別の建物だけでなく街全休で脹わいを創り出すという､これまでの街づくりの方向性は､今後も街とし

て*低限守ってゆきたいと患っています｡ですから､建物の1･2階には､賑わいを生み出さない住居系の

用途を制限して､店舗などのJEわいを生み出す施設を配tしていただきたいので､地区計画の内容に盛り

込むことにいたしました｡また､建物の1･2階の用途につきましては､現行の街づくり協定と同じ内容に

なっており､地区計画で･新たに付け加えたものではありません｡さらに､アンケート調査の結果では､昨

年の8月に行った時で80%､今回 (平成14年2月1日現在)でも90%の方が ｢*成｣されています｡

2.建築物の用途の制限に関するご意見

*大筋では地区計画に賛成ですが､スロット店やパチンコ店等の遊戯施設は制限した方がよいと思います｡

下し二ノー/
●タウンセンター地区の用途地域は､近旅商業地域もしくは商兼地域ですので､スロット店やパチンコ店ま

でを制限することは､妥当でないと思います｡この点につきましては.現行の街づくり協定と同じ内容に

なっており､地区計画で新たに付け加えることはありません｡

*｢建築物の用途の制限｣の一部が適用されない敷地は､分譲マンションが建っている場所のみで､賃貸マ

ンションが建っている場所は当てはまらないのですか｡

てミここフ7

●今後､建て替えを行う掛 こは.地区計画の内容に合うようにしなければなりません｡そうなると､すでに

l･2倍に住居を所有されている方々は､今と同じ条件での建て替えができなくなってしまいます｡しかし､

その方々がお持ちの財産は､将来にわたって守ってゆかなければなりません｡以上の点を検討してきた着

果､地区計画の内容に合わせて､将来建て替える際に影響が出る､すでに1･2階に住岳が入っている分譲

マンションについてのみ､1･2Rfに住居は設けられるようにいたしました｡
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※ご意見については､類似したものをまとめて掲載しました｡

3.壁面後退に関するご意見

*既に減歩を受けており､これ以上使用できる敷地面積が減らされるのは厳しい状況にあります｡既存の建

物を見ても､ただ壁面後退しているだけで､効果が出ていないような気がします｡

また､｢まちづくりニュースVol.5｣の中で､｢壁面後退した場合でも容積率などは使い切れるのでしょう

か?｣という質問がありますが､それに対する解答がありませんので､再度説明をお願いします｡

--＼.--I-

●街づくり協定による誘導では.広告物や壁などが染出して計画される建物がありましたが.今後は地亘計

画により確実に壇保することが可能になりますので､街全体で車両後退の効果が期待できると思います｡

壁面魚過については､現行の街づくり協定と同じ内容になっており､地区計画で･新たに付け加えたもので

はありません｡また､壁面後退しても､上階は張り出して建てることができます｡所有も自分の土地のま

まなので､容積率も使えますし､その部分を商兼的な活動に利用することもできます｡

4.地区計画の区域及び地区の区分に関するご意見

*まちづくりニュースVo1.5から地区計画区域に編入された場所がありますが､売却時の規定や､将来に渡っ

て今と同一の条件が保証されるのか不明ですOまた､｢建築物の用途の制限｣の一部が適用されない敷地と

ありますが､その内容を詳しく説明して下さい｡

一 一･ I--)

●当初､地区計画区域の端にあるので､区域から除外していた街区がありましたが､横浜市と明整してきた

結果､その部分だけが区域から抜けるのは､街としての整合性がないので､区域に編入したほうがよいと

いうことになり､区域に編入することにいたしました｡

また､｢建築物の用途の制限｣の一部が適用されない敷地とは､すでに1･2階に住居が入っている分譲マ

ンションの敷地です｡この敷地に関しては､1･2階に住居が設けられないという用途の制限を適用せずに､

l･2階に住居を設けられるようにしました｡(※詳しい理由については本ページ左下をご王下さい｡)
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5.駐車場問題に関するご意見

*地区計画より駐車場問題の解決のほうが先だと思います｡道路に不法駐車の列が出来ている状況の解決を

平行して検証すべきではないでしょうか｡

所有地の面積が狭いので､建物を建てるときに必要台数の駐車場が確保できるか不安ですo

-i/_///ノ

●駐車境に関する閉局については､過去に行われた地区計画勉強会やアンケー ト由圭でも､多くの方からご

意見が寄せられています｡しかし､地区計画では駐車台数などを決めることが出来ませんので､駐車場に

関することは､今後も街づくり協定で携辞してゆきます｡現行の街づくり協定には､すでに駐車場に関す

るガイドライン (住戸故の70%以上の駐車場を確度すること等)が設けられています｡また､今後の課鹿

としては.駐車場の新穀といった受け皿を増やすことだけでなく､車を運転する人のマナーの向上なども

含めた､総合的な対策を検討してゆく必要があるのではないかと思います｡

6.その他のご意見

*今回掲載したご意見の他に､地区計画の導入に反対という回答 (4票)も寄せられました｡しかし､地区

計画の導入を検討してきました理由については､｢まちづくりニュース｣の中でも申し上げているように､

これまで､タウンセンター地区の衝づくりに協力していただいた方々の努力を継続してゆくために､街づ

くり協定の中から最低限守ってゆきたい項目を担保することですので,今後も皆さんのご理解とご協力を

お願いいたします｡

●まちづくりニュースに関するお問い合わせ

タウンセンター地区街づくり協定運営委員会事務局

(秩)港北都市開発センター TEL:045-943-2470

FAX:045-941-3911
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